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午前１０時００分 開会 

○委員長（金谷道男） おはようございます。 

委員各位及び職員の皆様には、大変お忙しい中をお集まりいただきまして、ありがと

うございました。 

最後のなごり雪がちょっとあばれ雪になっているようですけれども、私も今朝、久し

ぶりに雪をいじくらせてもらって、一汗かいてきましたが、これで多分、一段と春に近

づいたあいさつだと思っていきたいと思います。 

それでは、ただいまから、総務民生常任委員会を開会いたします。 

審査にあたっては、本日は総務部関係について行い、１０日、月曜日に、市民部及び

両部に係わる案件について審査を行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

なお、正確な会議録作成のため、発言は、マイクのスイッチを入れてからお願いいた

します。 

なお、本日は、最後の会の予定もございますので、４時半を目処に本日の審査終了と

いう目標で進んで参りたいと思いますので、ご協力よろしくお願いいたします。 

それでは、はじめに元吉総務部長より、ご挨拶をお願いいたします。 

○総務部長（元吉峯夫） おはようございます。 

本日の総務民生委員会でご審議をいただきます総務部所管の議案につきましては、高

齢者部分休業に関する条例の一部改正など条例案が５件、平成２５年度一般会計補正予

算が２件、平成２６年度の一般会計予算のほか、特別会計予算６件の合計１４件でござ

います。 

詳細につきましては、担当課長が説明いたしますので、よろしくご審議賜りますよう

お願いを申しあげます。 

 

○委員長（金谷道男） ありがとうございました。 

当委員会に付託された事件について審査いたしますが、今回は条例案や補正予算に加

え、２６年度の当初予算もありますので、内容が大変多くなっております。説明は新規

事業や拡充事業、または、特に説明を要する事業などを中心に簡潔にしていただき、質

疑の時間を多く取りたいと思いますので、よろしくお願いします。 

なお、説明は、座ったままで結構ですのでよろしくお願いいたします。 
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はじめに、議案第２号、大仙市職員の高齢者部分休業に関する条例の一部を改正する

条例の制定について、を議題といたします。 

当局の説明を求めます。伊藤総務課長。 

○総務課長（伊藤義之） おはようございます。 

それでは説明させていただきます。 

議案第２号、大仙市職員の高齢者部分休業に関する条例の一部を改正する条例の制定

についてご説明申し上げます。 

議案書の１ページと２ページになります。 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関

する法律、いわゆる地域主権改革一括法が平成２５年６月１４日に公布され、地方公務

員法の一部が改正されましたが、高年齢職員が公務の運営に支障がない範囲において休

業することができる高齢者部分休業制度につきましては、これまで、休業の承認につい

て期間を条例で定めることとしており、本市におきましては定年前５年以内としており

ましたけれども、改正後、休業の承認につきまして年齢を条例で定めることになり、こ

れを５５歳以上と規定するもので、平成２６年４月１日から施行するものでございます。 

以上、ご説明申し上げましたが、よろしくお願いいたします。 

○委員長（金谷道男） 説明が終了いたしました。 

これより質疑を行います。質疑のある方はお願いいたします。 

はい、佐藤委員。 

○委員（佐藤文子） まず、この条例を制定することによって、これまでの休業の内容に

変化がどのような形であらわれるのか、ということが１点。それから現状、この５５歳

以上の定年前５年間の間で、この部分休業というふうなことを実際、取得できるような

職員の、実際どのくらい発生するものなのか。そして職務に支障の無いというようなこ

とが書かれておりますけれども、現状、部分休業を取得できるような支障の無いような

職場というふうなことがあるのか、どうか、この３点についてお尋ねいたします。  

○委員長（金谷道男） はい、伊藤課長。  

○総務課長（伊藤義之） まず１点目の休業の内容の変化ということなんですけれども、こ

れまでは定年前５年間ということで、定年退職日が年度末の３月３１日でございましたので、

５５歳になった翌年の４月１日以降に取得できると、期間として５年間という形でしたけれ

ども、今回の改正で誕生日、いわゆる満年齢、年齢を規定することによりまして、５５歳に
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なった日以降に取得できるということで、若干、その分長く取得できるようになったことで

ございます。  

２点目の取得できる職員でございますけれども、基本的に職務に支障が無い場合、育児休

業とはちょっと違うのですけれども、状況を見て、部分休業でございますので、ずっとお休

みをするというのでは無くて、１週間あたり２０時間まで、取得できるという形になってご

ざいます。ですので、業務の状況を見ながら、取得するというような形になります。ただ、

この制度につきましては、平成２１年度に条例化されまして、それ以降に取得できるように

なってございましたけれども、これまで取得した職員はございません。また、これを休みま

すと、無給というふうなことでございますので、目的が退職後の人生設計とか、地元のボラ

ンティア活動等に利用できるというような幅広い目的の為に取得できるものになってござ

いますので、申し出があれば承認されるものというふうに考えてございます。以上、現状と

これまでの所得者数についてでございました。以上でございます。  

○委員長（金谷道男） ほかにございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） 無いようでございますので、これにて質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） 討論なしと認めます。 

これより採決いたします。 

本件は原案のとおり可決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） ご異議なしと認め、本件は、原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

 

○委員長（金谷道男） 次に、議案第３号、大仙市消防団員の定員、任免、服務等に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について、を議題といたします。 

当局の説明を求めます。進藤総合防災課長。 

○総合防災課長（進藤久） 議案第３号、大仙市消防団員の定員、任免、服務等に関する

条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明申し上げます。 

３ページ、４ページをご覧いただきます。 



 - 6 - 

改正の内容につきましては、条例の第１３条第２項中「次に掲げるとおり」を「年齢

７０歳」に改め、同項各号を削るものでございますが、これまで分団長以上の幹部団員

の定年が７０歳で、副分団長以下の団員につきましては年齢６５歳であったものを、消

防団員の定年制を一律年齢７０歳に引き上げる改正でございます。施行期日を交付の日

とさせていただいておりまして、これは今年度末に退団予定でありました１２名の団員

が定年の延長の対象になるように計らったものでございます。 

この改正は、近年の災害の発生形態の大規模化・複雑化に伴い、地域住民から消防団

に寄せられる期待は年々大きくなっております。しかしながら、全国的に消防団員数は

減尐傾向にありまして、本市の消防団におきましても若年層の減尐や就業形態の変化な

どによりまして、団員数が年々減尐傾向にあるのが実態でございます。 

消防団員は、地域の防災力の中核となる活動を支える貴重な人材でありまして、安定

的な団員の確保が喫緊の課題になっていることから、今般、団員の確保のための施策と

いたしまして、団員の定年の延長をするものでございます。 

なお、本市の消防団から、定年後も意欲的に地域の防災活動に従事したいという意向

の団員も多いことから、定年の延長についてたくさん要望をいただいております。 

以上、条例の改正の説明を終わらさせていただきますが、よろしくご審議いただきま

すよう、さらにご承認賜りますようお願い申しあげまして説明を終わります。 

○委員長（金谷道男） 説明が終了いたしました。 

これより質疑を行います。質疑のある方はお願いいたします。 

はい、秩父委員。 

○委員（秩父博樹） この条例改正によって、再入団される方の人数の見込みといのが、

もしわかるようであれば。わからないですか。やっぱりやってみないとわからないよう

な感じですかね。  

○委員長（金谷道男） はい、進藤課長。  

○総合防災課長（進藤久） 先ほどご説明申し上げましたように、新たに６４歳、この３

月をもって退団予定者が１２名ほどおりました。まず各分団におきまして、対象者の

方々にはこの議案が承認後、いわゆる議会が終了後に、直ちにこれが施行交付になりま

すので、それを待って心つもりをお知らせくださいというような、事前の広報ＰＲはさ

せていただいておりますが、いずれにいたしましても、１２名の方々から、体力が続く

限り、このあとも引き続き団に残っていただくように働きかけをさせていただいており
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ます。以上です。  

○委員（秩父博樹） よろしくお願いいたします。  

○委員長（金谷道男） はい、橋本委員。 

○委員（橋本五郎） 今度、７０歳までの５年間の延長でありますけれども、これでそれ

ぞれの地域としての職務が十分に全うできるのかということは、第一に今、大仙市の消

防団員の、非常にまだ欠員が多いと思うんだけれども、それでその欠員の大きな要素と

いうのは、おそらく郡部の方の若年層が、非常に団員が尐ないと思うんだけれども、町

部よりはですな、そういうことで、それをどのように今後、それにてこ入れをして、団

員の確保に努めるのかというようなことで、いろいろやはり公務員等、または各団体職

員等にも声かけはして、勧誘をしているようでありますけれども、そのあたりの今度の

対忚として持っていくのかな、ということなんですけれども。  

○委員長（金谷道男） は、進藤課長。  

○総合防災課長（進藤久） ただ今のご質問でありますが、ちょうど今、消防団員が約３

５０名ほど、定員数から割れるような実態になってございます。昨年の４月１日現在で

は、１，６９１名の定員に対しまして、１，３４３名の人員ということになっておりま

して、非常にこの団員不足については、大きな問題になってございます。今、各支団に

赴きまして、この定数の再編も含めながら、消防団員の再編問題を様々な角度から検討

しているところでございます。  

ご質問にありましたように、やはり郡部の若手、特に定数に満たない尐ないところは、

西部地域が非常に定数割れの大きな要因になってございまして、そういったところを各

支団長或いは分団長から呼びかけを働きかけるということが重要でございます。東部の

方が定数割れが尐ない要員には、辞められる時に必ず替わりの方を見付けて補充すると

いうような制度が確立されておるようでございます。こうした例を参考にしながら職場

の方に働きかけ、また、今回の法律の改正によりまして、公務員も併任して消防団活動

ができるような仕組みも整ってございますので、大仙市役所職員含めて、様々な形で呼

びかけを働きかけて参りたいと考えております。  

○委員長（金谷道男） ほかにございませんか。  

はい、佐藤委員。  

○委員（佐藤文子） 私も地域の実情に合わせて、年齢を引き上げざるを得ないという、

そういう状況はわかりますけれども、最近の消防団の活動の内容、そしてまた、非常に
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業務内容が複雑多岐にわたり、また非常に大きな重労働というふうな分野にもなってお

りますので、実際、この７０歳まで引き上げての、消防団の訓練なんかも含めて、実際

にこの７０歳まで続けるというふうなことが現実、非常に大変なのではないかというふ

うなことを思うわけであります。その点でちょっと一つ聞きたいのはですね、教えてい

ただきたいですけれども、消防団員の定年で退団する人と、途中退団する人への退職金

とかそういうふうなものが、あるのか無いのか、違いがあるのであれば、その辺を教え

て頂きたいというふうなことがあるわけです。そして、もう１点は若い人達の入団がな

かなか難しい状況の中で、若い人達は、実際に尐子化にもなっているわけですけれども、

もっと具体的にこの若い人達がいる高校或いはいろんな就農青年そういった分野もあ

るわけですけれども、そういったところに行って、若い人達の加入というふうなものを

どう進めていくのか、というふうなこと、そして何と言っても入団して頂くための、そ

れなりの魅力ある福利厚生をどう改善していくのかというふうなことでの今後の見通

しを是非教えてください。  

○委員長（金谷道男） はい、進藤課長。  

○総合防災課長（進藤久） 最初の退団される際の退職金でございますけれども、これに

つきましては、県の方で一括してまとめて加入しておりまして、そこから退職金が支給

されるような形になってございます。従いまして、６５歳の方々、或いは７０歳まで延

長なることによって年齢加算が加算されますので、さらに今回の制度改正で一律５万円

の退職金が加わるような形になってございます。これも秋田県全体で報酬アップになる

ようになっておりますので、そういった待遇改善はなされる形となってございます。  

さらに続きまして具体的な若い人がたの加入促進ということでありますが、やはり中

学生とか高校生等につきまして、その消防団活動の実態をＰＲさせるとか、或いは場合

によっては体験学習をさせるという必要性が問われてございます。今年の４月１日から

岩城の道川にあります防災拠点センターがリニューアルされましたが、そこには子供た

ちが行って、様々な消防、或いは地震体験等も含めてできるような仕掛けになってござ

います。様々な自主防災組織の活動の一環でこの新しい施設を、子供たちを連れて体験

させたいというようなお声も頂いております。４月から早々に今現在、数カ所からバス

を借り上げて、そうしたまとまった体験をさせたいというようなお声がけも頂いており

ますので、是非、そういったところに連れて行きながら、消防活動へのＰＲをさせてい

ただきたいと考えております。  
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学校関係につきましては、教育委員会関係と十分に協議しながら、検討して参りたい

と考えておりますので、よろしくお願いします。  

さらに福利厚生ということでございますが、このあと予算審議でご承認いただきます

けれども、大仙市ではまずは制服、活動服でございます。これをいち早く新しい物に２

カ年をかけて更新すると、全員新しい活動服を貸与するというような形を取らさせて頂

きますし、また資機材等も含めて、活動しやすい環境のみならず、様々な病気したりし

た場合にも、保険が適用になるような制度もございますので、団員の健康状態を十分に

監視しながら、そういった保険の手当なんかも遺漏なく、対忚するように努めて参りた

いと考えております。以上です。  

○委員長（金谷道男） はい、佐藤委員。  

○委員（佐藤文子） いろいろ、この定年延長に伴う費用弁償、報酬等、年齢加算があっ

たり退職金の一律５万円アップでしたっけか、そういったことなんかも話しされました

けれども、先ほど１２名の対象者がいるということなんですけれども、現状、この１２

名の中から、継続入団をするというふうなことでの方向は、実質７０歳になったのだか

ら、７０歳でなければ定年できませんよと、いうふうなことになるのかなと思うんです

けれども、６５歳で定年を迎えるんだというふうに思っていた方々もいらっしゃると思

うんですけれども、皆さんこの点は十分に理解、地域からの要望というふうなことのよ

うですけれども、実際、当事者の皆さんの気持ちというふうなものは、反映されている

ものなのか、どうか、その辺は。  

○委員長（金谷道男） はい、進藤課長。  

○総合防災課長（進藤久） ただ今のご質問にありましたように、ある方は、私個人的に

知っている方ですが、６５歳で定年を迎えるということをむしろ楽しみにしておったと、

いわゆる先ほどの退職金ということがございまして、奥さんと旅行を計画をしておった

というお話を現に伺ったことがございました。この度、定年延長になることによって、

先ほど申し上げましたように、各支団、分団長の方から延長になる見込みがたっていま

すよというお話をそれぞれ対象者の方々に前もってお話はされております。  

そしてさらに、その上で今のような気持ちになる方が、そのままお務めになるのか、

或いは、途中で健康を害して自主的に辞める方も何人かございます。それと共々に計画

していたように、辞めるという意思表示、これから個々に頂くように調整していく形を

とっておりますので、その辺は十分に説明をしながらご理解をして頂くように配慮した
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いと考えております。以上です。  

○委員（佐藤文子） わかりました。  

○委員長（金谷道男） ほかにございませんか。  

はい、秩父副委員長。  

○委員（秩父博樹） 先ほどの橋本議員のもしかすれば若干かぶるかもしれませんけれど

も、条例定数、今は１，６９１でしたっけ。それを設定するに当たって、例えば秋田市

の方だと、３０万人いる中で、たしか２千人ぐらいの定数だったと思うので、大仙は１

０万人以内の中で１，６９１というのを考えれば、土地の広さだとか、そういうのも考

慮した定数だと思うんですけれども、その辺の見直しというのも考慮に入れても良いの

ではないかなと、いうふうに思います。横手なんかは逆に３千人とかって、全然多いよ

うなところもあります。なので、基準が何になっているのか、というのを考えれば、ち

ょっとまだその部分が雲をつかむような部分もありますけれども、ちょっとその辺も精

査しても良いのではないかなと、思います。  

また、佐藤議員が言われたことに関連してですけれども、例えば６０歳で辞めたいと

いう人もいると思いますし、まだ体力があって７０歳まで続けるという人もいると思い

ます。定年に関しては勤めた年数に対しての報酬になっていると思いますので、だから

その辺は多分そんなに支障は無いのかなと思います。今後ともよろしくお願いします。

以上です。  

○委員長（金谷道男） そうすれば前段の件、進藤課長。  

○総合防災課長（進藤久） 定数の問題ですけれども、先ほども申しましたように定数再

編の大きな問題を、今、十分に団の幹部の方々と協議をしているところでございます。

昨年の１１月に支所管内を十分に訪問させて頂きまして、各支団の幹部の方々から様々

な意見を徴してございます。具体的に再編という言葉ですので、それぞれの支団の考え

方がこれまで統一されてございませんでした。例えば支団長、分団制をとっていきなり

部長、そこで止まっていると、いうケースもございましたし、その下に班長制を設けて

きめ細やかな、ネットワークを作られているようなところもございました。またさらに、

面積的な問題を鑑みますと、その分団の数が、大きく、いわゆる旧合併前の旧市町村単

位で編成されたものでございましたので、７つも８つもあったり、残っている状況がご

ざいました。これが２つを１つにまとめるとか、或いは３つを２つにまとめるとか、と

いうような再編問題が大きな課題でございます。これらを地域を地図に落としまして、
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どこがどういうふうにまとまるべきなのか、或いは資機材がございます。そうした資機

材の兼ね合いもございまして、そういったところを踏まえ、新しい最新の積載車を持っ

て行動範囲を広げるとか、という工夫を持ちながら、今、盛んに検討しているところで

ございますので、もうしばらく時間を頂ければと思っております。以上です。  

○委員長（金谷道男） ほかにございませんか。  

はい、鎌田委員。  

○委員（鎌田正） ７０歳定年はこれで良いんだけれども、実は去年の市政懇談会で南外

村の件もあった訳なんだけれども、それで肩書きが皆さん、課長も部長も年行けば皆さ

んが欲しいやつと同じで消防団も、それなりの肩書きがあればそれなりに活動ができる

と思うんだけれども、５歳延長なったことによって、これは分団長難しいとか、或いは

支団長なれなとか、ということで早めに辞める人もいないとも限らないわけで、なかな

かこのあたりの兼ね合いが難しい定年制だと思うけれども、やっぱり団員の不足も含め

て、再任用というか、そういったことも考える時代さ入ったのかなと、ただ東部の方で

は退団するときに、替わりの人を出せば良いたって、まさか女も出されねし、妻も出さ

れねし、なかなか実態は本当難しいことだと思うんだしよ。特に西部ばりでね、どこの

地域も。従ってそこら附近、今、課長が言われた、支団の再編、そういったことも含め

ながら、踏まえながら、この定数の問題もある訳だけれども、やっぱり皆さんその、今

の支団長が例えば６５歳の人で、辞めれば今度、俺が支団長になるにいべがなと、思っ

ていた人が５歳延長になって、まだそこに登り詰めれない人も途中で辞めるということ

もあると思うんだしよ。実は。したがら、これに反対しているわけでは無いけれども、

なかなかそこのあたりの兼ね合いというか、難しいものでないか、各支団によって状況

が違うから一概にも言われないことかも知れないけれども、そこのあたりもやっぱり何

と言うか、配慮して、例えば、支団長になった場合は６５歳で一旦辞めてもらって、再

任用は良いけれども、新たに支団長をやってやるとかって、そんた方法も一つ考えてや

らねば、なかなか皆さん、年行ってから辞めるのは仕方が無いとしても、若い人でも結

構退団者がいるのではないかなという感じはするんだしもな。そこら附近、何も検討し

たことは無いものだしか。  

○委員長（金谷道男） はい、進藤課長。  

○総合防災課長（進藤久） ただ今のご質問にあるように、団員の声の中には、実はまさ

に団塊の世代の構成人員がちょうど６０歳前後になっておりまして、問題点として報告
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あったのは、つまり６５歳の方々がかなり結構、団の幹部に就かれております。場合に

よっては支団長、分団長、そうした幹部と称される立場の方々、同じ年齢で副分団長以

下の肩書きの方々、その同じ役職に就きながらも、６５歳で先に辞めざるを得ない、上

の方がなかなかご卒業なさらないので、その前に、まだ活動できるのに、６５歳で、同

じ同級生で幹部になっているという立場で分団長に上がっているために、７０歳まで残

るというような実態もございまして、その辞める方々に、あの方々は私たちの同級生な

ので、まだお互いに活動できるよと、いう声があるにもかかわらず、巣立たなければな

らないというのが、実際のお声でした。従ってそれを避けるために階級はどうであれ定

数は決まっておりますので、その分団長、支団長に満たなくても、そのまま残って消防

団活動をしていただくという趣旨が今回の７０歳定年延長の走りでございました。様々

な役職がこれから絞り込まれたりするわけでございまして、そういった肩書きの方々を

どう取り扱うのかという問題が、その再編問題に絡んでございます。そうしたところは、

団の方々と十分に詰めながら解消して参りたいと考えております。以上です。  

○委員長（金谷道男） ほかにございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○委員長（金谷道男） 無いようですので、これにて質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） 討論なしと認めます。 

これより採決いたします。 

本件は原案のとおり可決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） ご異議なしと認め、本件は、原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

 

○委員長（金谷道男） 次に議案第４号、大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費

用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について（消防団員関係）を議題と

いたします。 

当局の説明を求めます。進藤総合防災課長。 
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○総合防災課長（進藤久） 次に議案第４号、大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、

費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、消防団員関係の説明を

申し上げます。 

５ページと６ページをご覧いただきます。 

大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正す

るものでございますが、昨年の１２月１３日に制定されました「消防団を中核とした地

域防災力の充実強化に関する法律」の第１３条により、団員の処遇の改善をするために、

報酬額を引き上げるものであります。 

改正の内容につきましては、消防団員の実態に忚じた、適切な報酬及び費用弁償を支

給するための措置を講ずるものでございます。１つは年報酬の改正でございます。 

団長の報酬を、８２，０００円から、８６，０００円に、副団長・支団長の報酬を７

０，０００円から、７３，０００円に、副支団長の報酬を、６０，０００円から、６６，

０００円に、分団長の報酬を、４５，０００円から、４９，０００円に、副分団長の報

酬を、３６，０００円から、３９，０００円に、部長の報酬を、３３，０００円から、

３６，０００円に、班長の報酬を、３２，０００円から、３５，０００円に、副班長の

報酬を、３１，０００円から、３４，０００円に、団員の報酬を、３０，０００円から、

３３，０００円にそれぞれ引き上げるものでございます。 

また、併せて出動手当及び警戒手当の費用弁償でございますが、これまでの日額４，

０００円から４００円引上げさせて頂きまして４，４００円に、また、誤報等により現

場で業務を要しないときの費用弁償を２，０００円から２００円引上げまして２，２０

０円を支給するものとして改正するものであります。 

いずれも消防団員の確保を目的に団員の報酬・手当の改善、装備の充実を図る目的で

改正を行うものでありますので、ご理解を賜りますようお願いいたします。 

施行期日は２６年４月１日とさせて頂いております。 

以上、条例改正の説明を終わらせていただきますが、よろしく審議いただきご承認賜

りますようお願いいたします。説明を終わります。 

○委員長（金谷道男） 説明が終了いたしました。 

これより質疑を行います。質疑のある方はお願いいたします。 

はい、佐藤委員。 
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○委員（佐藤文子） 今回の消防団のこうした費用弁償等の改善は、国をあげて消防団の

充実強化というふうなことで、国でも予算措置を結構講じてやってきたものだと思って

おります。そのわりには、費用弁償の引き上げも月々に換算すれば、団長あたりだった

って、５００円程度、団員に至っては本当に２００数十円程度の引き上げというふうな

点で、非常に入れて行こうというふうな割りには、費用弁償も安い。もう１点は費用弁

償の点で、４００円の値上げって何なんでしょうって、基準はどのようにして引き出し

たものか、わかりませんけれども、私はいつもこの費用弁償は、有事の際の消防団の活

動内容には相当こう、高まってきているというふうな観点から、費用弁償は引き上げな

さいというふうなことをずっと言ってきました。それで、例えばいろんな審議会があり

ますけれども、その人たちの日額というのは、これはデスクワークと言えば悪いですけ

れども、そういった中で、やっぱり６千円ぐらいがほとんど基準になっているわけです。

しかもその会議の時間というのは、２時間とか３時間がせいぜいのところのそうした会

議に出席した場合の報酬、費用弁償は、大概６千円ぐらいに設定されているわけですけ

れども、消防団に至りましては、この前後、有事の際の出動、前後をかけて、まず４時

間、５時間というふうなことが普通に行われている、そうした活動内容に対する費用弁

償が、まず改正をして４００円アップの４，４００円というふうなのは、やっぱりこれ

は低すぎる、というふうなことがありますので、是非これは今後とも、検討して頂きた

いと、いうふうなことを申し上げたいと思います。 

それから、もう１点、これは全ての団に共通して行われているのかどうか、わかりま

せんけれども、ある団では、いわゆる団員に支給された報酬の中から、いわゆる団とし

ていろんな競技会での訓練大会とか、いろんなことがありますけれども、そうしたとこ

ろに出す、ご芳志でも無いですけれども、そういうふうなものだとか、団としての組織

の運営上、交際費のような、そうした部分に当たる費用を捻出するために、団員からの

報酬から相当の額を、いわゆる取り立てるという表現は悪いですけれども、そういうふ

うに行われていると、いうふうなことがありまして、非常に不当だと、あるところでは、

この３万円の報酬から１万７千円も引かれるのだと、いうふうな話しを聞いております。

これは全ての団に共通したことでは無いかもしれませんけれども、何というか、慣例で

比較的いろんなところで行われているのではないかと、いうふうなことも指摘されてお

ります。そういうふうなことがもし本当にあるのであれば、これはやっぱりちょっと、

問題だなというふうなこともありまして、もしそういうふうなことが今後とも行わなけ
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ればいけないし、続けざるを得ないというふうなものなのであれば、団組織活動援助費

というふうなものとかで、補てんしていくことも考えたらいかがかなというふうなこと

を提案したいと思います。以上です。 

○委員長（金谷道男） はい、課長。 

○総合防災課長（進藤久） まず１点目の報酬のアップの件でございますけれども、現時

点で、秋田県内では年報酬或いは費用弁償共々に１番高い報酬になってございます。た

だ、国でお示しいただいているように、費用弁償につきましては７，０００円という数

値が出されておりますので、いきなり全国一斉にこの７，０００円に上げるといったこ

とは、多分無理だろうと思われますし、今さらに県内でも状況を県で掌握しております。

おそらくこの当初予算に計上するところはこの大仙市くらいかと予測しておりますけれ

ども、一つには地域のバランスを整えながら、調整をはかりましょうよ、という言葉が

指示いただきました。と申しますのは、大仙、仙北、美郷支部がございます。今現在の

費用弁償につきましては、この支部管内全部４，０００円で同じ金額で統一されており

ます。お隣の大仙市が４，４００円に上がったことによって直ぐ、仙北市が上がるとい

うことはまだ情報をいただいておりませんが、やはり近隣の相場同等の金額を保つため

にも、やはり協議をしながら、段階的にこのあと、その７，０００円に近づけるように

上げていくことが肝要かと思われます。 

次に２点目の、いわゆる報酬を、それぞれの支団或いは分団で一部ストックして、そ

して自分達の活動に、活動と言っても多分ですえ、実態は様々な新年会とか、出初式の

終わったあとの慰労会、そういったものに充てるということで、大体は忘年会を含めた

飲食費として充てる為の、というようなことを伺っておりますが、これにつきましては

実態を我々で完全に掌握していることは全くございません。全くその団にかかる運用の

ものでございますので、そういったものを工夫をなされて、出やすいようにという形で

集めているものだと陰ながらに把握しておりますが、そういったところにつきまして、

団員の様々な意見をこれから拝聴しながら、その団にそういった実態を把握するくらい

しか我々はできないと思っております。 

○委員（佐藤文子） はい、わかりました。 

○委員長（金谷道男） 良いですか。ほかにございませんか。 

はい、秩父副委員長。 
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○委員（秩父博樹） 私の方からはお礼です。年内に予算に組み込まれないかなと半分諦

めていたので、今回１割アップしていただいて、大変に嬉しく思っております。ありが

とうございました。 

一般質問で市長の方からも、段階的にという話があったので、また１年後是非よろし

くお願いいたします。 

それから大仙市はまだ良い方だと思います。確か全国平均で２万ちょっとか、２万２

千円かそれくらいだったと思うので、それに比べても良い方ですし、ただ調べてみたら、

報酬をゼロにしている自治体も確か２９ぐらいあったと思うんです。国の方で今度は、

そういう自治体は名前を公表しますって、何かそういう打ち出しだったので、そういう

こともあったので、そういう自治体は今、大変な状況になっているじゃないかなと思い

ます。今後ともいろいろ考えていただきながら、より良い方向へ進めていただきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

○委員長（金谷道男） ほかに質疑はございませんか。 

はい、大野委員。 

○委員（大野忠夫） 費用弁償といういのは関係あるのかどうかわかりませんけれども、

消防団の活動の中に、各地域の企業の協力をもらうという、協力企業の中に消防団員と

して、活躍している人、これは現在いるもんだしべ。それで、この協力会社でこういう

消防団の決まった計画的にやるものについては、これは会社の勤務の関係で、いろいろ

調整してくれている会社なんてあろうと思いますけれども、緊急の場合に、協力会社の

団員が出動してくるということ、要するに会社のかなりのご理解がなければできないと

思いますけれども、これまでにそういう分野においての実績というのはあるものでしょ

うか。 

○委員長（金谷道男） はい、進藤課長。 

○総合防災課長（進藤久） これも企業からの具体的に、今日、出動するよと言った報告

件数といった報告をいただいた統計はございませんが、いずれにいたしましても、有事

の際に、その地域において、団員の方々につきましては、要請がなされますので、その

中で、最寄りの何々部、或いは班を出動しなさいという、上からの部分で連絡が行って

出動されるような体制になっていると思います。その中で我々の方に報告が来るのは、

何の誰それ、何日に出動いたしましたというような報告をいただいているのを掌握して

いるだけですので、その中に今言った、事業所の協力、事業所の中に入っている方がい
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るのか、いないのかといったところは、ちょっと把握していないのが実情でございまし

て、このあとそういったところも尐し統計的に調べて参りたいと考えております。 

○委員長（金谷道男） 大野委員。 

○委員（大野忠夫） ちょっとわかりずらいですけれども、報告あったということで処理

しているということだんしかな。 

会社の方でなくて、個人で、その実績というのはどのくらいあるものだしか。個人の

何というしかな、申告に基づいて。 

○委員長（金谷道男） はい、課長。 

○総合防災課長（進藤久） 先ほど個人でと申し上げましたが、申し訳ございません。正

確には各支団から、今月いついつ、何の誰それが、何日に出動したという出動記録を報

告いただいております。そしてそれに基づいて、ただ今の災害の場合は４，０００円、

或いは３，５００円の部分を報告するというような形で、費用弁償を支給するような形

をとっております。ですので、その中に事業所の協力員の中に位置づけられているよと

いったところがなかなか把握できていないところが。 

○委員長（金谷道男） はい、部長。 

○総務部長（元吉峯夫） あのですね、今、何か災害とか訓練とかあれば、支団の方から

第何分団の何の誰それと全部、個人名が付いて何時から何時までそういう勤務に着きま

したという報告が毎月、上がってきます。その分の人達の分をきちんとそちらの方々へ

お支払いするような手続をするためにそういう照合をしているんです。実際に何分団の

誰それさんというところまでは我々全部把握しております。今、課長がちょっと、その

人がどこの会社のところまでというところを、実は私も課長もそこのところまで詳しく

知らないという話しでありまして、調べれば、そこの人は会社の人で、勤務時間だった

けれどもきているというのはわかります。それはわかります。ただいまちょっと、その

資料を持ち合わせていないということですので、実際にその業種の方にもよりますけれ

ども、整備工場の人とか、そういう方々というのは勤めていても、やはり事業主さんの

了解をいただいて、火災があればやっぱり駆け付けてきますし、何かあればそういうふ

うに出動していただいております。ただ、やっぱり会社さんによっては、業種によって

はなかなか抜けられない場合もありますし、出張でいなかったとか、そういう方々もお

りますけれども、ですから皆さんが１００％来ていただけるかというとそれはやっぱり

実態としてサラリーマンという実態からして、ちょっと難しい部分もあるのかなという
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ふうに思っておりますけれども。何人の方からはこういうふうに来ていただいていると

いうふうに私どもは思っておりますけれども。 

○委員長（金谷道男） はい、大野委員。 

○委員（大野忠夫） さっき最初に話しをしたんですけれども、消防団の活動として計画

的にやるものについては、これは会社の協力会社として、登録になっていればそれはい

ろんな話しができるとは思うんです。問題は、緊急出動時の時に今、部長が言われたと

おり、サラリーマンでどっかいろんな仕事で出張とかで、実働できないんですけれども、

そうでなくて、常に、ここに勤務をしてて、出動できるような体制の分野については、

やはり協力を貰っているということですね。今言ったことはね。そこが非常に大切なと

ころであって、それについても費用弁償は出していると、そういうことなんですね。 

はい、わかりました。 

○委員長（金谷道男） ほかに質疑ございませんか。 

はい、橋本委員。 

○委員（橋本五郎） 先ほど佐藤委員の方から質問があったのですけれども、本来はこの

費用弁償が直に団員に行くのが普通だろうと思うんだけれども、実際の中ではそういか

ない、ということはやはりポンプ操法の競技大会だとか、あれは特殊なもので、ホース

も競技用のホースを買うんですよ。それぞれの団員の中で。団で。それに何十万とかか

っているんですよ。１か月も練習する。高いんだよなあのホースが。そういうことでや

はりなかなかこの費用弁償そのものを団員に直接行かないというのが現実な訳な。我々

も消防やってわかっているんだけれども。だからそういうところもやはり良くこちらの

方で、本部の方で把握をしながら、やはり指導というかな、やっぱり何と言っても大会

となるとやはり、（聞き取り不可能）そういうところにやはり経費というのが非常にか

かっているんだな。だからなかなか台所は非常に苦しいと思う。各団の方でも。そうい

うところも良く頭の中に入れておきながら、今後の指導的な立場の中で指導していただ

ければ良いのかなと。やっぱり本来のホースそのものの、現場で使うホースで戦わせれ

ば何も問題は無いのだけれども、やっぱりそこには規則、規定が何にも無いんだよな。

すればやはり、軽くて（聞き取り不可能）ホースを使うんだな。そういうところでやは

り団での苦労している面もあると思う。だからそういうところもちょっと頭に入れてお

きながら、今後、団の指導をしていただければなと、そう思います。 

○委員長（金谷道男） はい、進藤課長。 
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○総合防災課長（進藤久） ただいまの提案と申しますか、指摘は非常に大事な話だと受

け賜ります。先ほど申しました昨年の１１月に様々なご意見をいただいております。今

のホースの問題も、それからズック、手袋、そういったたぐいの細かい要望もいただい

ております。こうしたものを幹部と一緒になって市の方で資機材の確保という観点から

検討して参りますので、よろしくご理解いただきたいと思います。 

○委員長（金谷道男） 良いですか橋本委員。 

○委員（橋本五郎） はい。 

○委員長（金谷道男） ほかに質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑がなければこれにて質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） 討論なしと認めます。 

これより採決いたします。 

本件は原案のとおり可決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） ご異議なしと認め、本件は、原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

 

○委員長（金谷道男） 次に議案第１３号、大仙市定年前に退職する意思を有する職員の

募集等に関する条例の制定について、を議題といたします。 

当局の説明を求めます。伊藤総務課長。 

○総務課長（伊藤義之） 議案第１３号、大仙市定年前に退職する意思を有する職員の募

集等に関する条例の制定について、ご説明申し上げます。 

議案書の２３ページから２７ページまでになります。 

本案は、国家公務員退職手当法及び同法施行令が改正されまして、国家公務員におい

ては、早期退職募集制度が導入されておりますが、地方公務員においても、同様に早期

退職募集制度の導入が求められていることから、今般当市においてもこれまでの勧奨退

職制度を廃止しまして、早期退職募集制度を導入することとし、対象となる職員の範囲
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や募集する人数、期間、その他手続きや公表についてなど、募集に関し必要な事項を定

めるもので、平成２６年４月１日から施行するものでございます。 

以上ご説明申し上げましたが、よろしくお願い申し上げます。以上でございます。 

○委員長（金谷道男） 説明が終了いたしました。 

これより質疑を行います。質疑のある方はお願いいたします。 

はい、大野委員。 

○委員（大野忠夫） この何と言いますか、退職の関わりなんですが、これはどこの職場

でも或いは特に公務員なんかはそうであったと思われますが、勧奨するということは、

ただ普通退職するということとは大分この、特別優遇だとか、あったと思いますけれど

も、今回のこれは、ここの名前を変えることによって、その辺は無くなるということ何

ですか。そこをちょっと聞きたい。 

○委員長（金谷道男） はい、伊藤課長。 

○総務課長（伊藤義之） 今般の改正と申しますか、導入によりまして、まずその人を特

定しながら、まず勧奨、いわゆる肩たたきというか、退職を勧奨して来ましたけれども、

今回のこの制度については、一定の要件を提示しまして、その要件に該当する職員を募

集すると、いうふうな形でございます。実は大仙市になりまして、現在も退職の要綱が

ございますけれども、実は現在、５５歳以上の年齢の職員に対して、その制度を適用さ

せていただいてございます。内容については、その特定の職員に退職の勧奨をするので

は無くて、実は５５歳以上になった職員について、ある程度の年齢になりましたので、

逆に退職されたい方については申し出てくださいと、いうふうな形で、その申し出た方

について、今、勧奨をして退職していただいているというような制度をとってございま

すので、今回、この制度を導入することについては、これまでとある程度同じような形

で、退職、一定の年齢になれば、退職優遇措置を受けた上で、退職できるというふうな

形でございますので、よろしく。そこら辺はあまり変化が無いというふうなところでご

ざいますけれども、実際は、その人を特定しながら、肩たたきをするとふうな････。 

違いの部分は、今回の改正で、うちの方でこの制度の導入によりまして、加入してお

ります総合事務組合、いわゆる退職手当組合の方の制度も改正になりまして、勧奨退職

の場合は、１歳につき２％加算でございましたけれども、今度、この制度の導入で、３％

加算とするというふうな改正も行われております。退職される方については、若干、優

遇が増えるというふうな状況にもなってございます。以上でございます。 
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○委員長（金谷道男） はい、大野委員。 

○委員（大野忠夫） 確認ですけれども、勧奨じゃなくて、今言った早期退職で退職した

場合は、現行よりも優遇面では０．１％、退職手当が多くなるという考え方だんしな。 

○委員長（金谷道男） はい、伊藤課長。 

○総務課長（伊藤義之） 自身の自己都合退職と勧奨退職ではかなり違います。ちょっと

率については今ちょっと資料を持ち合わせていないのですけれども、実際は、２割ぐら

いは違ってきます。支給率については後ほどお渡しできると思いますけれども、実際の

支払い金額については、普通退職と勧奨退職についてはそれぐらいの差はございます。 

○委員長（金谷道男） はい、大野委員。 

○委員（大野忠夫） なんかそういう話しを聞くと、勧奨でやればおが払わねばいけない

から、早期退職ということで、自己退職と、いうことにしたんだが。早期退職と自己退

職とは違うの。同じだしべ。 

○委員長（金谷道男） はい、伊藤課長。 

○総務課長（伊藤義之） 違います。あくまでもその･････。 

（「資料を出してちゃんと説明した方が良い」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） 休憩します。 

 

休憩（午前１１時０３分～午前１１時０４分） 

 

○委員長（金谷道男） 会議を再開いたします。 

職員の退職に関する資料を後ほど提示していただくということでよろしくお願いいた

します。 

ほかに質疑はございませんか。 

すみません１点だけやらせてください。 

条例なので退職勧奨が今度、無くなるということで理解して、退職金のことも良いで

す。前の退職勧奨の時には、それを受けなかったことによって人事上の不利益をしては

ならないという規定があったはずですが、実はこれについて言えば、（聞き取り不可能）

それは無いということが前提だというふうに理解して良いですか。これもかなり２項の

ところを見ると、（聞き取り不可能）ある一定の人数をやれるという手段も、この条例

案の中にあるようなので、実は私、これをどっかに付けておくべきものではないのかな
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と、という思いがちょっとあったものですから、確認の質問をさせていただきました。

やはりこれもややそれに近い部分が実は２条の２項あたりを使うとなるし、後ほど再募

集のこともあるので、そこら辺を十分に配慮して運用して欲しい条例だなというふうに

感じますので、十分、そういう点を配慮して運用してもらえるように、私ども議会とし

てもそれを見ないといけないことと思いますが、その点をよろしくお願いしたいと思い

ます。 

ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） 無いようですので、これにて質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） 討論なしと認めます。 

これより採決いたします。 

本件は原案のとおり可決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） ご異議なしと認め、本件は、原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

審査の途中ですけれども、休憩いたします。 

 

休憩（午前１１時０５分～午前１１時１６分） 

 

○委員長（金谷道男） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

次に議案第１４号、大仙市公益通報条例の制定について、を議題といたします。 

当局の説明を求めます。伊藤総務課長。 

○総務課長（伊藤義之） 議案第１４号、大仙市公益通報条例の制定について、ご説明申

し上げます。 

議案書２８ページから３２ページまでになります。 

本案は、市の事務事業や当該事務事業に係る受託業務、指定管理業務において、市の

公益を害する事実を早期に是正し、もって市政運営の公正性の確保と透明性の向上及び

市民生活の安定に資することを目的に制定するものであります。 
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条例においては、公益通報の基本的な事項を定めるほか、公益通報者の保護に関する

事項、公益通報の調査及び審査にあたる公益通報委員会の設置、是正の措置、処理状況

の公表等に関して規定し、実効性の確保を図る内容としてございます。 

平成２６年４月１日から施行するものであります。 

以上ご説明申し上げましたが、よろしくお願い申し上げます。以上でございます。 

○委員長（金谷道男） 説明が終了いたしました。 

これより質疑を行います。質疑のある方はお願いいたします。 

はい、佐藤委員。 

○委員（佐藤文子） 市で作ったこの公益通報条例に該当するこれまでもその範囲という

か、通報、この条例に適用させたいと思うような通報はいろいろ今までもあったように

思いますけれども、具体的にどのような通報に対してこの条例を適切に適用させて行く

というふうに考えているのでしょうか。ちょっと具体例を教えて頂きたいと思います。 

○委員長（金谷道男） はい、伊藤課長。 

○総務課長（伊藤義之） これまでは条例では無く、要綱の方で市職員に関する公益通報とい

うふうなものを定めておりました。これについては市職員のうちで法令に違反するような行

為、或いは、違反しそうな行為について、通報して職員の、通報した職員の身分を守るとい

うふうなものでございましたけれども、実際の公益通報はございませんでした。今回、これ

を条例にしたことにつきまして、その範囲を、通報できる範囲を市職員それと各種事務事業

を委託する事業者、指定管理をお願いしておりますので、会社並びに役員等に従事している

方も対象になってございますので、そういった会社について何かしら違反しているものが出

てくるとすれば、そういったものについて調べることになろうかと思いますけれども、ちょ

っと今、具体的にどういったものがあるかというふうな部分については、ちょっと出てこな

いところでございますけれども、そういった情報を寄せていただいた場合には、積極的に調

べて参りたいと、当然でございますけれども、調べて参りたいと思います。  

○委員長（金谷道男） はい、総務部長。  

○総務部長（元吉峯夫） いろんなケースがあり、なんでもありという条例なんですけれども、

基本的には、ちょっとこういうケースが該当するのかなと思っているのが、例えば介護事業

所が介護保険の不正請求をしていて、それを例えば内部告発、例えば介護保険事務所は広域

になっていますけれどもね、例えばそういう介護保険事務所にそういう不正がありなすよと

いう、実名で通報いただいた場合、というようなケースも、広域ではこのような条例を作っ
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ておりませんけれども、こういうようなケースに該当するのかなというふうには思っており

ますけれども、基本的にはここにありますように、違法、不法なものについては何でもとい

うことで対忚するというような条例のつくりになっています。  

○委員長（金谷道男） はい、佐藤委員。  

○委員（佐藤文子） いろいろ法令に反するようなことを行っている事業所なんかも含めて、

通報があった場合という、これいろいろこう審査委員会というか、そういうふうなものも設

置してやっていくというふうなことのようですけれども、いわゆる処罰というか、そうし

たことに関する規定というふうなものは、この条例の中で行っていくものなのか、どう

か、そこら辺。 

税制措置というふうなことで、これは勧告とかその程度なのかどうか。その辺。 

○委員長（金谷道男） はい、課長。 

○総務課長（伊藤義之） いずれ職員については、当然に罰則規定がございますので、そ

れに照らし合わせて、当然に処分するべきものだと思いますし、事業所においても、や

っぱりそれを所管する担当課の方で対忚については考えるべきものだと思います。 

また、当然に法令に違反した場合には、その法令自体に罰則規定もございますので、

そういった形の対忚になろうかと思います。 

○委員長（金谷道男） はい、鎌田委員。 

○委員（鎌田正） まず公益通報窓口の設置はどこになるんですか、これ。 

○総務課長（伊藤義之） 総務課が窓口になります。 

○委員（鎌田正） それで、窓口は総務課だんしべ。それから適切に処理するために大仙

市公益通報委員会を設置する、これは誰が任命するものだしか。 

○委員長（金谷道男） はい、伊藤課長。 

○総務課長（伊藤義之） 委員会の委員につきましては、････。 

○委員（鎌田正） こういったのは検討してなかったんだ。 

○総務課長（伊藤義之） いえ、副市長と教育長って、あれ、どごさ書いてあった。 

任命は市長になります。 

○委員（鎌田正） 例えばしよ、例えば市に不利益な職員がだしよ、これはおかしいよと、い

う通報した場合に、市長がこういった、こういう通報委員会を設置するというのはおがしい

ものでね。  

通報された自分の都合の悪いことをよ、その委員会の委員を設置して、その通報者を抹殺
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するわけでは無いけれども、これはもっと第三者でこういった、公益通報委員会というもの

を設置しなければ無意味なものでね。何たものだしか、そこのあたりは検討したことは無か

ったものだしか。  

○委員長（金谷道男） はい、伊藤課長。  

○総務課長（伊藤義之） 明らかに法律に違反している部分については、もう捜査当局という

のはまた別にありますので、違反するかどうかという部分、当然、委員会で協議した上で、

法律に違反するような部分があるとすれば、当然そちらの方の法律の専門家に相談する

ことになろうかと思いますけれども。明らかに違反している部分については、警察当局

とか、そういった方にいくのかなというふうなことで考えてございました。 

○委員長（金谷道男） はい、鎌田委員。 

○委員（鎌田正） 明らかにそうだとすれば当然、そうで良いんだのも、第１回のそれ、

違反だか、違反で無いか簡単に言えばしよ、そういうものを作る委員会を受ける方の任

命者が、簡単に言うと、ざっくばらんに言うと、通報された人が、受けた者が自分でそ

の委員を指名して、副市長と言えども、教育長と言えども任命して、その委員会にお任

せするというのは如何なものかというやつ。逆に言えば第三者、例えばだしよ、例えば

議会であれば議長とか、或いは第三の監査委員だとか、そう言った人間がよ、この委員

会を設置するというのは良いのも、これを市長とか副市長とか委員を任命するというの

は。それは書いているんだしか。９条の２項で受理または不受理の判断、調査これはや

っぱり第三者で通報委員会というものを作っていかなければ、何かおがしくなるんでね

しべか。そうでねが。俺言っていること違うかや。 

○委員長（金谷道男） 暫時、休憩します。 

 

休憩（午前１１時２８分～午前１１時２９分） 

 

○委員長（金谷道男） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  

答弁を求めます。伊藤課長。  

○総務課長（伊藤義之） ただ今の鎌田委員のご質問でありますけれども、委員会につきまし

ては、規則で定める内容となってございます。議案については、申し上げましたように、副

市長とか、教育長等が委員になる予定でございますけれども、ただ今のご意見を参考にいた

しまして、もう一度部内で検討させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたし
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ます。  

○委員長（金谷道男） はい、鎌田委員。  

○委員（鎌田正） この条例を作るとき、ここまで上げてきてよ、あとは規則によって我々

のわからないところでうやむやにしてしまう、あとは市長とか副市長で決めるというの

は如何なものかと思いますけれども、規則もちゃんと載せて、この条例は皆さんどうで

すかということになればそれはそれで検討できるけれども、ただこれだけ載せて、規則

はあとでうちの方で検討しますよ、では如何なものですかな、この条例の提案の仕方は。

総務部長どんなものですか。 

○総務部長（元吉峯夫） いずれ条例では本則的なものを定めて、細部については規則でとい

うことで今回も作り込みさせていただいておりますけれども、今、鎌田議員がおっしゃって

いるとおり、委員会の関係については、やはり原案として市の内部で検討するような形にな

っておりますので、その点についてはやはり鎌田委員のご指摘もごもっともな点もあると思

いますので、その点については今一度ちょっと検討させていただきたいと思います。  

今回の規則はその部分だけでは無くて、ほかにいろいろな手続的なことも定めておること

もございますので、ただ今ご指摘のあった委員の関係については再度、ちょっと私の方の内

部の方で検討させていただきたいということでご了解いただきたいと思います。 

○委員長（金谷道男） はい、鎌田委員。 

○委員（鎌田正） これ以上言えば、同じ事の繰り返しだからあと喋ることは無いんだけ

れども、やっぱりこんた条例を作る時にしよ、規則も必要だとすれば、そこまで検討し

て条例は良いよと、議員で可決していかなければ、あとの細かい点は、こんなはずでは

なかったよなという条例では困るのでは無いかなと、私は思いますけれども。それで後

からと言えば、これ以上何とも言いようが無いけれども、如何なもんでしょうな。これ

を特別反対すればよ、困るべから反対はしないけれども、実はこういう仕掛けの条例で

はやっぱり議会がちょっと軽視されているのでないしかな、私はそう思います。 

○委員長（金谷道男） はい、委員のみなさんほかに。 

暫時、休憩いたします。 

 

休憩（午前１１時３３分～午前１１時４３分） 

 

○委員長（金谷道男） 休憩前に引き続き会議を再開いたしました。 
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今、規則に委任する部分について、公益通報委員会の設置についての部分について、

委員からの意見が出ておりますので、その件に関して部長の方から答弁をお願いいたし

ます。 

○総務部長（元吉峯夫） ご質問のありました公益通報委員会につきましては、条例の規定を

受けまして規則で制定させていただきたいと思っておりますので、思いますけれども、その

構成の委員の内容につきましては市長が委嘱いたしますけれども、市職員のみならず、委員

会の公平性が保てるように、外部の委員を委嘱するような形で進めて参りたいと思いますの

で、どうかよろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（金谷道男） ほかに質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） ないようですので、これにて質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） 討論なしと認めます。 

これより採決いたします。 

本件は原案のとおり可決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） ご異議なしと認め、本件は、原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

 

○委員長（金谷道男） 次に議案第３０号、平成２５年度大仙市一般会計補正予算（第７

号）」を議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

はじめに木村議会事務局長。 

○議会事務局長（木村喜代美） 議案第３０号、平成２５年度大仙市一般会計補正予算（第

７号）のうち議会費に係る補正予算について、ご説明いたします。 

資料№２の３月補正予算書、及びＡ３横の補正予算概要を合わせてご覧願います。 

補正予算書につきましては２１ページになります。補正予算概要につきましては２ペ

ージになります。 
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最初に、１款１項１目７事業、議員報酬・期末手当及び共済費につきましては、５２

３万１千円の減額補正をお願いするものであります。 

これは、議員報酬額を２５年度は減じていることによりまして、議員共済費の基準と

なります「標準報酬月額」が下がることに伴いまして、「共済費」５２３万１千円の減

額補正をお願いするものであります。 

次に、１款１項１目１０事業、議会活動費につきましては１３３万４千円の減額補正

をお願いするものであります。 

これは、昨年の改選に伴いまして、政務活動費の前期分におきまして、精算がなされ

ております。その精算によりまして返還されました額、１３３万４千円の減額補正をお

願いするものであります。以上であります。 

○委員長（金谷道男） 次に伊藤総務課長。 

○総務課長（伊藤義之） 議案第３０号、平成２５年度一般会計補正予算（第７号）のう

ち、総務課関係について、ご説明させていただきます。 

補正予算書は２３ページ、補正予算概要３ページから４ページになります。 

地域雇用基金につきましては、大仙市経済・雇用・生活緊急対策本部第５次計画に基

づきまして、国や県の雇用対策に係る交付金等を活用して雇用してきました消費生活相

談員や学校生活支援員等の雇用の継続や市の重要施策における人員を継続的に雇用する

財源に充てるため、積み立てたものでございますけれども、平成２５年度は４ページの

中段の事業概要に記載のとおり、消費生活相談員、心の相談員、家庭相談員など４１名

の方々の賃金に対し、５，２２５万円を充当してございますけれども、平成２６年度当

初予算においても市の重要施策における雇用者３９名分の賃金５，１２０万８千円に係

る財源として充当いたしたく、今般、５千万円積立しようとするものでございます。 

以上、総務課関係についてご説明申し上げましたが、よろしくお願い申しあげます。 

以上でございます。 

○委員長（金谷道男） 次に佐藤部長待遇兼財政課長。 

○総務部部長待遇兼財政課長（佐藤芳彦） 財政課の関係についてご説明申しあげます。 

１ページをお開き願いたいと思います。歳入の関係であります。 

地方交付税は、２億４，９０２万円の計上であります。内訳としまして、普通交付税

が１億９，２０３万５千円、特別交付税は５，６９８万５千円であります。 
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前年度繰越金につきましては、１億３，２０５万１千円の計上であります。２４年度

から２５年度に繰り越されました実質収支額は、６億４，１３３万５千円でありまして、

資料に記載のとおり今回の補正で繰越金につきましては、全額、予算計上をしたもので

ございます。 

歳出の関係です。財政調整基金積立金、公共施設修繕引当基金積立金、長期債元金償

還金につきましては、事業説明書で説明いたします。 

この５ページには減債基金積立金が利子分の積み立てで１万３，０００円の補正。そ

れから長期債利子償還金につきましては、２４年度許可に係る借入額が確定しましたの

で、当初計上額との差額５，４００万円を減額補正するものであります。 

６ページをお願いいたします。 

財政調整基金積立金の補正であります。補正額は１億５，０００万円と利子５３万７，

０００円の補正であります。併せて１億５，０５３万７，０００円であります。２５年

度におきましては、当初予算にて１億円、今回の補正で１億５，０００万円で併せて２

億５，０００万円の積み立てになります。真ん中の表に記載しておりますけれども、平

成２５年度末残高は、２６億５，６１５万５千円であります。 

次のページをお願いいたします。７ページになります。 

公共施設修繕引当基金積立金につきましては、今回、５，０００万円と利子３万５，

０００円の積み立てであります。これによりまして、２５年度末残高は、２億０，００

９万円となるものでございます。 

次のページをお願いいたします。８ページになります。 

長期債元金の補正であります。補正額は１億５，３９１万２千円であります。 

内容は３つあります。まず一つ目は、借り換え債発行による繰上償還であります。民

間資金借り入れの市債のうち、交付税の算入のないものにつきまして、今回、県の市町

村振興資金から無利子の借り換えを実施いたします。これによる繰り上げ償還額は、４，

８５８万４千円であります。利子の軽減額は２３３万４千円の見込みであります。 

次に、二つ目としては、任意の繰り上げ償還としまして、来年繰り上げ償還するもの

を１年前倒しをして繰り上げ償還を実施するものであります。これによりまして２６年

度の決算におきます実質公債費比率を改善するために今回、実施するものであります。

繰り上げ額は１億４９５万３千円であります。 

次に、三つ目としては、転貸債に係わる繰り上げ償還であります。 
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１６年度に、「ふるさと融資」を活用して資金を貸し付けしているものにつきまして、

相手側から繰り上げ償還の申し出ありましたので、今回、これを受けまして繰り上げ償

還をするものであります。繰り上げ額は、３７万５千円であります。 

簡単ですが、以上が財政課の補正予算であります。以上であります。 

○委員長（金谷道男） 次に舛屋管財課長。 

○管財課長（舛屋博之） それでは、管財課所管の補正予算をご説明いたします。 

資料につきましては、資料№２の平成２５年度３月補正予算書をご覧願います。 

はじめに、歳入についてご説明いたします。 

（資料についての要望が大野委員よりある） 

○委員長（金谷道男） 今日、ここの場に来て、渡された資料で説明されると、初めて見

る資料になってしまう。もし、今日、この場で出していただける資料があるのだったら

事前配布で、事前に見て来れるように、やって欲しい、という要望だと思います。私も

そう思います。でなければ前の資料で説明して頂くと、ということで取りあえず説明の

ところまでは、お昼前にと思っておりますので。取りあえず進めてください。 

○管財課長（舛屋博之） そういうことで３月補正の補正予算書ということで、資料№２、

歳入の部分でございます。ページは、１７ページであります。 

中ほどにありますが、土地売払収入の減額補正の分であります。 

減額補正の額は４，２８６万５千円の減額補正となっております。 

内訳につきましては、土地売払収入の当初は、仙北地域の旧大和田工業団地用地をは

じめ、市有地の３箇所の部分の売却見込額を予算計上しておりましたが、旧大和田工業

団地用地につきまして、昨年、公募型プロポーザルを実施しましたところ、申込者がな

かったことから、この土地売払収入について、大幅な減が見込まれることとなったもの

であります。これらの状況や、今後の収入見込がある程度立ちましたので、今回、この

金額を減額補正するものであります。 

続きまして、同じく１９ページをご覧願います。 

上から２番目にあります、分収交付金３，２６４万４千円の補正であります。 

今回の分収林の箇所につきましては、西仙北地域が６箇所と協和地域１箇所でありま

す。分収の内訳につきましては、官行造林をはじめ、県行造林及び公社造林となってお

ります。 
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分収割合につきましては、それぞれの契約によりまして、５割、３割、２割となって

おります。なお、西仙北地域のうち、大沢郷地区の２箇所については、旧大沢郷財産区

分であるため、大仙市と大沢郷財産管理会との契約及び覚書などによりまして、その収

入額の９割を地元の財産管理会に交付することとなっております。詳細につきましては、

のちほど、歳出の方でご説明いたします。 

次に、歳出に移ります。ページは、２２ページをお願いいたします。 

２款１項４目１０事業、庁舎管理費でございます。補正額は４３２万３千円であり、

その内訳は、需用費であり、各庁舎の電気料と燃料費の不足分の補正でございます。 

次に、財産管理費の補正については、別の資料でご説明いたします。資料については、

平成２５年度補正予算（案）３月補正、資料№２－１の「主な事業の説明書」をご覧願

います。ページは、１ページであります。 

財産管理費の補正でありまして、補正額は３３０万２千円であります。３番の事業の

概要でありますが、今回、西仙北地域の旧大沢郷財産区より市が譲渡を受けました分収

林の一部が売買されたことから、契約並びに協定書及び覚書に基づきまして「大沢郷財

産管理会」へ収益の一部を交付するものであります。上段の方は、大仙市大沢郷宿字キ

ツガ沢にある官行造林でありまして、交付額は３１２万３，２２５円であります。 

下段の方は、大仙市正手沢字水上ノ沢とありますが、訂正をお願いします。水上ノ沢

の「ノ」、カタカナのノを削っていただきます。 

正手沢字水上沢については、公社造林、秋田県林業公社の造林であり、交付額は１７

万８，２００円であります。これら合計の交付額は３３０万１，４２５円であります。 

補正額の財源内訳については、その他財源が３３０万２千円であり、先ほど歳入でご

説明しました、分収交付金であります。 

以上、ご説明いたしましたが、よろしくお願い申し上げます。 

○委員長（金谷道男） 説明の途中でありますが、昼食のため、この際、暫時休憩いたし

ます。 

 

休憩（午後０時０２分～午後０時５８分） 

 

○委員長（金谷道男） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

一般会計補正予算の説明を続けます。次に進藤総合防災課長。 
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○総合防災課長（進藤久） それでは総合防災課所管分についてご説明申し上げます。 

資料は始めに、補正予算書の２９ページをご覧願います。 

９款１項１目５１事業、大曲仙北広域市町村組合消防費負担金の減額補正でございま

す。消防車両更新事業の事業費確定に伴う、消防費にかかる広域負担金の実績見積もり

が算出されたことに伴いまして、負担金の減額補正を行うものでございます。 

１，２６１万１千円を減額補正するものでございます。財源内訳につきましても起債

額４４０万円、一般財源８２１万１千円の減額を行うものであります。 

次に６０事業の防災対策費負担金のうち、これもまた秋田県総合防災情報システム整

備事業費負担金について事業費が確定し、平成２５年度分の県への負担金が減額になっ

たことから負担金の減額補正を行うものでございまして、２７８万８千円の減額補正を

お願いするものであります。財源内訳につきましても同じように起債額２８０万円の減

額、一般財源１万２千円の増額になるものであります。 

以上で説明を終わらさせていただきます。 

○委員長（金谷道男） 次に柴田会計管理者。 

○会計管理者（柴田敬史） それでは会計課所管分を説明させていただきます。 

補正予算書の３２ページをお願いします。９１事業、一時借入金等利子、２００万円

の減額補正のお願いであります。 

２５年度は予算規模が大きいこと、また、市街地再開発事業など大型の支払いがある

ことから、早い時期から支払資金が不足しております。これから３月、４月とピークを

迎える訳でありますけれども、一方で借り入れるための利率は低い水準のまま、推移し

ております。不用額をできるだけ抑えるということで、低い利率で再計算したもので、

減額補正をお願いするものであります。以上、よろしくお願いいたします。 

○委員長（金谷道男） 次に藤井選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（藤井幸雄） それでは選挙管理委員会所管の補正予算につき

ましてご説明申しあげます。補正予算書の２３ページをご覧下さい。 

２款４項１１目１０事業、大仙市議会議員一般選挙執行経費についてであります。 

平成２５年９月２２日に執行されました大仙市議会議員一般選挙の執行経費の精算に

伴いまして、未執行の予算２，１９１万３千円を減額するものであります。 

この度の補正は、物件費についてでございまして、人件費の職員手当等につきまして

はすでに精算が終了いたしておりまして、未執行の予算３６６万６千円につきましては、
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２５年１１月２８日提出の「平成２５年度大仙市一般会計補正予算第５号」により減額

補正済みでございます。 

以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審査の上、ご承認賜りますようお願い申

し上げます。 

○委員長（金谷道男） 説明が終了いたしました。 

これより質疑を行います。質疑のある方は、お願いいたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） 質疑がないようですので、これにて質疑を終結いたします。 

討論及び採決については、１０日、月曜日に市民部と一緒に行います。 

 

○委員長（金谷道男） 次に議案第６２号、平成２５年度大仙市一般会計補正予算（第８

号）を議題といたします。 

当局の説明を求めます。進藤総合防災課長。 

○総合防災課長（進藤久） それでは、議案第６２号、平成２５年度大仙市一般会計補正

予算（第８号）についてご説明申し上げます。 

資料「№４」の補正予算書の８ページをお開き願います。 

中段に国庫支出金がございます。 

１４款２項８目１節の消防費国庫補助金でありますけれども、今回、説明の方に記載

してございますけれども、防災情報通信設備整備事業交付金でございますけれども、国

の消防庁国民保護防災部所轄の補助金でありまして、平成２５年度補正予算（第１号）

による補助採択を受けまして行う事業でございますけれども、１，７９５万５千円を補

正し、総額２，５８８万９千円とするものでございます。 

この事業でございますが、全国で６１市町村が交付決定を受けまして、秋田県では大

仙市のほかに、大館市が事業採択を受けてございます。２団体でございます。今年の２

月１４日に申請いたしましたところ、同月の２１日付けで正式に１，７９５万５千円の

交付決定通知をいただき、この度の追加補正をお願いする運びになったものであります。 

この事業の内訳でございますが、もう一つの資料の事業説明書をご覧いただきたいと

思います。１ページになります。 

防災情報通信設備整備事業費でございますけれども、新規事業として歳入で受けまし

た１，７９５万５千円の補正でするものでございます。 
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事業の目的でありますが、例えば、最近の北朝鮮のミサイル発射情報などの国民保護

に関する情報や緊急地震速報、土砂災害警戒情報などのいわゆる緊急情報を市町村等に

瞬時に伝達する全国瞬時警報システム、通称Ｊアラートと呼んでおります。この情報を

直ちに市民に伝達するための装置であります。 

こうした緊急情報の市民の伝達方法につきましては、現在３，４０５名の方々が登録

している携帯電話やパソコンにメール配信する「防災ネットだいせん」、また、来年の、

いわゆる２７年８月に開局予定をしておりますコミュニティＦＭ等になりますが、人の

手を介する事なく、自動で起動し、国等からの受信した緊急情報を瞬時に市民に伝達す

るこの自動起動装置の整備を行うものでございます。この自動起動装置を導入すること

によりまして、職員が不在の例えば深夜とか、あるいは土日、そうした際にも市民や消

防団、自主防災組織の役員の方々に、こうした防災関係者へ情報伝達が瞬時に伝えるこ

とができるようになります。そうしたことから公助だけによらずに、自助、共助の力に

よる防災体制の強化が図れるものと期待しております。 

この事業でございますけれども、年度末の事業採択ということでございまして、翌年

度へ全額繰り越しし、実施するものであります。国からも早めに行うように、せめて６

月頃には着工するように進めていただきたいというような通知をいただいております。

財源内訳につきましては１００％国庫支出金でございます。 

以上、説明終わりましたが、よろしく審議いただきいただきまして、ご承認賜ります

ようお願い申しあげます。終わります。 

○委員長（金谷道男） 説明が終わりました。 

これより質疑を行います。質疑のある方はどうぞ。 

はい、鎌田委員。 

○委員（鎌田正） この事業は大変素晴らしいことだし、良いんだのも、いわゆるＦＭの

件、あるいは今の段階で我々の携帯、今はやりのスマートフォンだっけが、それも良く

分からないけれども、これをもっとよ、一般市民にも瞬時に通じるようにするっていえ

ば、これからの装置だごとなべのも、登録しねばだめだってごとだしべ。簡単に言えば。 

○委員長（金谷道男） はい、進藤課長。 

○総合防災課長（進藤久） まさに先ほど説明しました携帯、あるいはパソコン、このも

のを持っていなければ当然に情報伝達できない訳でございます。従って、昨年の春先こ

ろは、まだ２，３００人くらいの登録しかございませんでした。一生懸命に自主防災組
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織の立ち上げに関わりながら、必ずパンフレットをお配りして、ＱＲコードなぞると、

携帯にピッと登録できますよということを説明しながら、まわって歩きまして、ようや

く１，０００人ほど増えました。約１年間で。このあとも様々な機会を利用しまして、

紙を持ってこれをなぞれば、登録なるよというような形を持って防災教育の際に努める

ようにしております。 

また、コミュニティＦＭにつきましては、まさにラジオを媒体として情報を得るよう

な仕組みでございますが、来年の８月に正式に開局する訳でございますけれども、自動

的に有事の際にはスイッチが入る仕掛けのラジオを市民の方々に広く備え付けていただ

くように進める予定でございます。特に弱者と称する方々については、それなりに市で

準備して、無料でお配りすることも検討したいと考えております。 

また、ある意味では、補助金を活用しながらラジオを買っていただくというようなこ

とも検討しなければならないかと思っております。 

自動的に起動する仕掛けが最も普及しやすいと考えておりますので、１年かけまして

そういった機械の整備をするようにつとめあげたいと思っております。 

○委員長（金谷道男） はい、鎌田委員。 

○委員（鎌田正） 今、課長が言ったことは十二分に理解できるんだのも、実際によ、我々

携帯を持っていても、ただ受け忚えなば当然やれるんだのも、こんたいろんた事、やれ

ないから、こういったやつもっと具体的に指導していかなければ、なかなか普及しない

のではないのかなということがまず１点。それからそのＦＭのラジオの件についても、

いずれ弱者には補助金あるいは無償提供なるかわからないけれども、そういう方向付け

は大変良いことだと思うんだけれども、実際にそのラジオもどのくらいになるだが、わ

からない、ちょっと金額的にはわからないけれども、やっぱりうちの方の委員長が特に

主張しているんだけれども、そのラジオについてもよ、地元の企業でやれるところがあ

れば地元の企業で作って、そしていわゆる食い物だけでなく、いわゆる地産地消みたい

な形でやれゆような、その製品を作れれば一番良いのではないのかなと思うことですの

で、まずそれはちょっとあんだ担当者でないから何とも言えねたって、企画の方になっ

ちゃうかもしれないけれども、そこたり附近よ、やっぱりただうちの方はここの部分だ

けの担当だからちょっとそっちはわがらねよと言えばあとは何とも言いようがないけれ

ども、全市的にそういったことをやっぱり具体的に部長あるいは課長会議があると思う
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から、そういったことを具体的に、これから会議の中で話してもらえればありがたいな

と思うけれども、その点は部長、何と思っているものだしべ。 

○委員長（金谷道男） はい、総務部長。 

○総務部長（元吉峯夫） いずれＦＭの関係につきましては、庁内にプロジェクトを作っ

て関係部所の方でいろいろこれからの運営も含めて、それからその今申し上げた資機材

の関係についても、いろいろ検討を加えているところですので、そこの一部所でやると

いうことではなくて、全ての役所の関係のある課が関わるような形で現在進めておりま

すので、今、鎌田議員からおっしゃられたことを私どもの方から、そちらのプロジェク

トの方に申し送りしておきたいと思います。 

○委員（鎌田正） 携帯の電話の件だけれども、やっぱり何というかな、我々実際に持っ

ているんだけれども、すればどういった方向、やり方というか、どう受信できるのか、

そんたことをやっぱり徹底していないんでないかな、おそらくほとんどの人達が携帯を

持っていると思うんだよ。おそらく大仙市市内だって何万件ってあると思うんだのも、

従ってそこら附近よ、どういった、ただパンフレット配った、それはわかるんだのも、

具体的にそうすればどういった形で、そのパンフレットを見ていないから、パンフレッ

トの中さ書いてはあると思うんだけれども、これをもっと具体的に普及というか、ＰＲ

活動していかなければ、なかなか皆さん、特に年配の携帯を持っている人達は理解でき

ないのでは無いかなという感じがするけれども、何とだしべ。 

○委員長（金谷道男） はい、進藤課長。 

○総合防災課長（進藤久） 先ほどの繰り返しになりますが、私は実際に自主防災組織の

防災教育に行く際に、この間も強首に行って参加させていただきましたが、必ず、携帯

持っている人、手を挙げてくださいと参加者に問いかけます。そして、その中でメール

を使っている方、手を挙げてください、というふうにして確認します。そうすると、メ

ール使っていない方々ってやっぱりいらっしゃるんです。特に高齢者の方々。まずメー

ルを配信するためには、契約をしなければならない、月額３００円の追加料金になりま

す。３００円追加していただいて、そして特に防災教育に来る方々って、リーダーの方々

が、地域の中のリーダーの方々がいらっしゃいます。そのリーダーの方々、会長さん必

ず付けてくださいとお願いしております。そこにネットワークを作って、その町内に隅々

まで、まず一つ我々が一斉に情報が届きますので、そこのリーダーがまず最初に確認す

る、確認したら各屋々を訪問して、そうしてこういう危険があるよと、こういう確認情
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報が必要だよと、いう情報を発信するような仕掛けを今一生懸命に説明しております。

先ほど申しましたように、チラシを必ず人数分持って行って、このＱＲコードをなぞる

と登録できますよという呼びかけを今一生懸命やっているところです。 

○委員長（金谷道男） ほかにございませんか。 

はい、秩父副委員長。 

○委員（秩父博樹） 今の鎌田議員のお話と被さる部分があるかも知れないけれども、広

報に今までＱＲコードって何回ぐらい掲載した、広報には掲載していないですか。 

○委員長（金谷道男） はい、進藤課長。 

○総合防災課長（進藤久） 年に１回は必ず登載するように努めています。 

○委員長（金谷道男） はい、秩父副委員長。 

○委員（秩父博樹） 私も今、この立場になったので、まず広報を依然よりも見るように

はなったのですけれども、多分、大仙市に住んでいる方々で毎回、隅から隅まで全部見

るという人は結構尐ないのかなと思うんです。例えばですけれども、一番目に付くのは

開く前に一番最初の表紙、極端な話しだけれども表紙のど真ん中とは言わないですけれ

ども、直ぐに目立つところに、見やすいようにと言うか、皆さん登録してくださいみた

いな、緊急とかみたいな、そういうふうなＰＲの仕方というか、そういうのもちょっと

考えてみても良いのではないかと思います。 

○総合防災課長（進藤久） 確かに今までの広報の中には、ページの中に、しかも１ペー

ジフルでなくて、半ページくらいというような位置づけでございましたので、頭に付け

るというのもこれからちょっと広報担当と協議しながらやりたいと考えてます。今、我々

が持ち及んでいるのは、ちょうどホームページの中に入っている、そして（聞き取り不

可能）なかなか、一般の市民の方はそこまで行きつける形にはならないと思いますので、

いつかの機会を活用して、紙一枚物を全戸配布して、これをなぞれば直ぐに登録なるよ

うなものを配布するようなこともちょっと検討したいと思いますのでよろしくお願いし

たいと思います。 

○委員（秩父博樹） よろしくお願いいたします。私自身も尐し勉強不足で、先月やっと

登録したばっかりなので、どうか今後ともよろしくお願いします。 

○委員長（金谷道男） はい、佐藤委員。 

○委員（佐藤文子） 私はこういう基本的なことも全然わからないことなんですけれども、

いずれ自動起動装置を付けることによってＪアラートと連携して、その情報が瞬時に伝
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わる。その情報の中身というのは具体的に何と何と何が皆さんに一斉に伝わることにな

りますか。 

○委員長（金谷道男） はい、進藤課長。 

○総合防災課長（進藤久） 今申し上げましたように、様々な情報が国から入ってくるわ

けですが、主には国民保護に関する情報ということでございますので、例示でお話した

とおり最近はミサイルが発射されましたよと、いうような情報、あるいはいわゆる地震

情報に加えて、気象台の方からの大雨とか、土砂災害の警戒情報、ある程度その県エリ

アを特定なりますので、全国に一斉に配信なるものもございますし、秋田県だけとか、

あるいは大仙市だけに特定してというようなケースもございます。そういったいわゆる

重要な情報を自動的に起動して、速やかに配信なり、これまでもそういう情報は平成２

３年度からＪアラートを導入しましたが、その情報を一旦市で受けて、それを今度我々

が打ち込んで配信する、あるいは電話をかけて伝えるというような仕掛けになっており

ましたので、これが国からの情報がスムーズにそのまま自動的に行くというような仕掛

けてございます。補足させていただきますけれども、６１団体全国で今回補助金対象に

なりましたけれども、このうち大仙市が最も大きい金額になっております。つまりＦＭ

放送を視野に入れてＦＭに自動的に行くものをお願いできないかという要望をさせてい

ただきました。他の方では、今言ったネットだけのもので良いというようなことで、こ

れだけで済みますと、１，０００万円は下回るような補助金の措置でございます。いわ

ゆる来年度を見据えまして、ＦＭにも自動的に起動できるような仕掛けのものをお願い

しますというようなことで、事業採択いただいた経緯もございます。以上です。 

○委員長（金谷道男） はい、佐藤委員。 

○委員（佐藤文子） そうした有事の際のすぐ動ける方々、やっぱり共助と言っても、や

っぱり消防団だとか、そういう人達の機動力というふうなものに頼らざるを得ない部分

もある訳ですけれども、そうした方々は全員がこれに加入してやっていると、いうふう

なことに現在、状況はどういうふうになっているでしょうか。 

○委員長（金谷道男） はい、進藤課長。 

○総合防災課長（進藤久） 残念ながら消防団員、先ほどの１，４００名強でございます

けれども、まだ未加入でございます。未登録でございます。この間の基礎研修もござい

まして、その新人の方々には若い方々がほとんどでしたので、強制的に全員これに登録
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してくださいとお願いしておりますけれども、今後、消防団の方々には、極力、全員、

登録していただきますようお願いします。 

○委員長（金谷道男） はい、佐藤委員。 

○委員（佐藤文子） そういう観点からしますと、基本的にやっぱりこういう素晴らしい

情報設備を使って、やっぱり瞬時に情報を伝え、しかも瞬時に行動が避難行動とか、ま

たそうしたことができるようにするという意味でも、現在、防災につながる機械が利用

すべき人が全員が利用できるようにしていくというふうなことでは、強制的に加入しな

さいというそれなりのやっぱり、一定の政策としてこれを進めて行く訳ですので、その

加入後は市が全部持つというようなことぐらいは、したほうが、例えば弱者に対しては

そういうラジオの無料提供とか、そういうことまで考えているわけですので、いずれ消

防団、防災組織の方々には、この加入についてはしっかり予算を置いて、全員に持って

いただくという環境を整えていくのが筋ではないかと、いうふうに私は提案をしたいと

思います。前向きに是非、今後、検討してみてください。 

○委員長（金谷道男） はい、進藤課長。 

○総合防災課長（進藤久） ありがたい提案でございます。 

先ほど申しましたように、ラジオにつきましては今後検討いたしますが、メールにつ

きましては、いわゆる携帯をまず持っているということが大前提です。あるいはパソコ

ンでも結構なわけです。そういう設備を持っているということが大事でして、今、携帯

の普及率はかなり高くなっています。一家に一台の通常の固定電話よりは、むしろ一人

に一台というような形になっておりますので、その中に使い方を分からずに登録なって

いないという方が一般的です。先ほど申しましたように、利用料が３００円追加になる

という仕掛けでございますので、そういったところのお金を調整しながら、とにかくメ

ールを活用し、メールで情報を受けれるような環境を整えるように努めてまいります。 

○委員長（金谷道男） はい、佐藤委員。 

○委員（佐藤文子） だから使い方の説明、こういうふうな機械を上手に使える携帯の使

い方も含めましてね、やっぱり加入金３００円で済むものだったら、その３００円程度

だったら全員分ね、自主防災組織及び消防団の皆さんにはね、補助したってたいしたこ

とないでしょ、と思うんです。尐し前向きに考えてみてください。今後。 

○委員長（金谷道男） ほかにございませんか。 

はい、大野委員。 
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○委員（大野忠夫） せっかくそこまで話しをさせてもらったので、これはできるだけ早

く使って貰った方が良いわけですね。そういうことから今ずっと考えていたわけですけ

れども、今３月、４月に入りますと、各単位自治会でも総会の時期なんですよ。それで

各支所長さんがたも来ているので、支所長の分野に当てはまるのかどうかわかりません

が、総会にご案内出すところと、出さないところはあるとは思いますけれども、今回は

こういう事情で、特に総会には私の方から出席しますと、そこで説明をして、加入して

貰うと、そういう時間ぐらいは取れる総会の中身だと思いますので、一つ、検討課題と

して一つ考えて欲しいなと思います。 

○委員長（金谷道男） はい、進藤課長。 

○総合防災課長（進藤久） ちょうど３月、４月がまさに総会シーズンでございます。実

はこれとはちょっと話しが違いますけれども、県の方で土砂災害の危険箇所に説明会、

今盛んに歩いております。その説明会の開催につきましても、人がより集まりやすい機

会をということで、自治会あるいは自主防災組織の総会シーズンに出向いて、説明をす

るような機会を持っています。その際には必ず、今のメールの話しは我々も随行させて

いただいております。ただそれは危険箇所がある場所だけでございましたので、今後は

それ以外の箇所にも極力、赴く機会を作りまして、資料を持ち寄りながら、進めたいと

考えます。 

○委員（大野忠夫） 特に自治会というところは、そういうことをやるともうすぐ次の日

からバーって広がります。そういうふうに出来上がってますので、是非ともそこは活用

していただきたいというふうに思います。 

○委員長（金谷道男） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） この災害情報の伝達って、すごく多重的に一つの方法だけじゃな

くて、多重的に行くんだと、せっかくこう良いことをやるので、さっき鎌田委員も言っ

たけれども、各戸さ、確実にＦＭがつながる方法ってやっぱり考えて欲しいと思うので、

これは財政との問題もあると思うけれども、私は全戸に必ず届くよ、というＦＭを使っ

た伝達の方法というのは、是非、大仙市で取り組んで欲しいなと、私もすごく思うので

何とが防災の方からも、そういうふうに考えていただきたいなと思います。 

財政の担当の課長もいたので、考えて欲しいと思います。 

ということで、ほかにございませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） なければ、これにて質疑を終結いたします。 

討論および採決は、１０日、月曜日に行います。 

 

○委員長（金谷道男） 次に、議案第４１号、平成２６年度大仙市一般会計予算を、議題

といたします。 

それぞれ所管する予算について、順次説明をお願いいたします。 

なお、質疑は各課ごとに行いますのでよろしくお願いいたします。 

はじめに、木村議会事務局長。 

○議会事務局長（木村喜代美） 議案第４１号、平成２６年度大仙市一般会計予算のうち

議会費に係る予算につきまして、ご説明いたします。 

Ａ３横の平成２６年度当初予算概要を使って、ご説明させていただきます。 

議会費につきましては後から３枚目でございます。１６ページになります。 

人件費を除きます議会費全体の予算といたしましては、２５年度に比較しまして、２

９４万２千円、およそ１％増の２億８，６４１万８千円となってございます。 

これは、議員共済費負担金の増、議会活動費の旅費の増、議会広報発行経費の増等に

よるものでございます。 

それでは、事業別に内容をご説明いたします。１６ページの一番上になります。 

１款１項１目７事業の「議員報酬・期末手当及び共済費」につきましては、２５年度

に比べまして１２７万４千円増の２億６，５２６万４千円でございます。このうち、「議

員報酬」と「期末手当」につきましては、それぞれ条例の本則で定めております支給額

によりまして積算しておりますので、２５年度と同額でございます。 

「共済費」につきましては、共済の負担金率が上がった０．９ポイント上がりました

ことから、２５年度と比較しまして１２７万４千円増の７，６６５万円の計上となって

ございます。 

次に、１０事業の「議会活動費」は、２５年度に比較しまして、６０万円増の１，１

８９万７千円を計上しております。主なものは「旅費」、「政務活動費に係る交付金」

であります。「旅費」につきましては、全国、東北、全県など、議長会関係分及び各常

任委員会・議会運営委員会の行政視察にかかる分でありますが、こちらは前年度と同額

であります。 
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新たに、議会報編集委員会及び議会改革推進会議の各委員の研修視察旅費を１人あた

り５万円でございますが、計上いたしましたことから、旅費全体といたしまして、２５

年度に比較して、６３万６千円増の６６０万５千円の計上となっております。 

「負担金補助及び交付金」に入ります「政務活動費」につきましては、２５年度と同

額の５０４万円の計上となっております。 

次に、１１事業「議長交際費」は、２５年度と同額の９０万円を計上しております。 

次に、１２事業「議会管理費」は、２５年度より６万９千円減の３３８万１千円を計

上しております。主なものは、「旅費」、「委託料」、「需用費」などであります。 

「旅費」は、職員の随行旅費が主なものであり、新たに議会報編集委員会、議会改革

推進会議の研修視察に係る随行旅費を計上したことから、２５年度に比較し２４万３千

円増の１３８万９千円となっております。 

「委託料」は、本会議会議録の反訳委託料であり、９７万２千円の計上をしておりま

す 

需用費は、コピー機のパフォーマンス料、その他消耗品等であります。２６年度は、

前年度の議員改選にかかる経費を減じたことから、３３万９千円減の７５万７千円の計

上となっております。 

次に、１３事業「議会広報発行経費」は、２５年度より１１３万８千円増の４３５万

円を計上しております。これは、年４回発行する議会報を、市民にとってもっと見やす

いものにとの議会報編集委員会からの要請を受けまして、２６年度から議会報のページ

数を従来より４ページ多い１６ページとすることによりまして、２５年度に比較し１１

３万８千円増の４３５万円の計上としております。 

次に、５０事業「議長会負担金」は、２５年度に比較し、１千円減の６２万６千円を

計上しております。内容としましては、資料記載のとおり、全国、東北、県などに係る

市議会議長会負担金等であります。 

以上、議会費の２６年度当初予算案について説明をいたしましたが、よろしくご審議

の上、ご承認賜りますようお願いいたします。以上でございます。 

○委員長（金谷道男） 説明が終了しました。 

これより質疑を行います。質疑のある方はお願いします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（金谷道男） ないようですので、これにて議会事務局に関する質疑を終結いた

します。 

 

○委員長（金谷道男） 次に、伊藤総務課長。 

○総務課長（伊藤義之） それでは、平成２６年度一般会計予算のうち、総務課関係につ

いてご説明いたします。 

始めに特別職人件費についてご説明いたします。 

№２ですが、特別職のうち市長及び副市長の人件費として、４，９３７万円を計上し

ておりますが、３万５千円減額となっておりますのは、共済費の関係によるものです。 

２ページの№１５ですが、代表監査委員の人件費として、１，２７４万５千円計上し

ておりますが、７千円の増額となっておりますのは、共済費の関係によるものです。 

次に、一般会計における一般職人件費についてご説明いたします。 

予算書の１３９ページをご覧ください。 

一般会計の人件費につきましては、カッコ書きしております再任用職員１４名を含め

た７９４名分、カッコは外書きとなっていますけれども、７９４人分で６５億７，７２

９万５千円を計上しておりまして、昨年度と比べまして、常勤職員で１５名減って、１

億９，０８２万１千円の減額となっております。再任用職員につきましては、１１人増

員しまして４，９９５万円増額となってございます。全体では１億４，６８７万１千円

の減となっております。 

それでは資料にお戻り願います。 

上から順に説明させていただきます。№１の産業医報酬１３２万円につきましては、

労働安全衛生法に基づきまして本庁及び各支所ごとに配置してございます産業医に対す

る報酬でございます。 

次に、職員研修及び厚生費の１，７６４万２千円につきましては、職員の資質や能力

の向上を図るために実施いたします、階層別職員研修や県が行います能力開発研修など、

各種研修に係る講師委託料あるいは旅費等の経費、及び職員の健康の維持管理を目的と

します基本健診や胃部健診に係る委託料でございます。なお、この事業に対しましては、

市町村振興協会から、市町村アカデミーでの研修助成としまして９万２千円の財源を見

込んでございます。 
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次に、№４、行革関連経費の２６万８千円につきましては、行革推進会議と指定管理

者選定委員会の開催経費としまして、報酬と費用弁償の計上でございます。２５年度よ

り１万７千円減額となっておりますのは、平成２５年度中に第３次行政改革大綱を策定

したことから、行革推進会議の開催が平年の回数に戻ったためでございます。 

次に、№５、総務一般管理費の３，８５２万５千円につきましては、本庁及び支所で

雇用します嘱託職員や障害者雇用及び産休代替の臨時職員賃金、社会保険料が主なもの

でございます。そのほか、特別職報酬等審議会委員や情報公開・個人情報保護審査会委

員の報酬、職員採用試験関連経費、弁護士相談手数料などでございます。１８４万円減

額となっておりますのは、県外への派遣職員の宿舎の借り上げや業務報告のための旅費

を措置したためであります。 

次に、№６、職員安全衛生費の５０万円につきましては、職員の安全衛生に対する意

識を向上させることを目的としまして、各種事業を行うための経費でございます。平成

２６年度もメンタルヘルス対策を重点的に各支所ごとに事業を行うとともに、公務災害

を防止するための事業を行う予定でございます。 

２ページをご覧ください。 

次に、№７、一般管理費負担金の１２万２千円につきましては、公平委員会事務を秋

田県人事委員会に委託するための委託料、秋田県市町村会館負担金、社会保険協会負担

金などでございます。 

次に、№８、でございますけれども、一番右側の段の備考のところを訂正をお願いし

たいと思いますけれども、一番下のカッコの「Ｈ２５予算要求時点の補償額」とござい

ますけれども、「予算要求時点のＨ２５の補償額」に訂正をお願いいたします。Ｈ２５

が補償額の前に移ります。大変、申し訳ございませんでした。 

内容につきましては、秋田県市町村総合事務組合負担金につきましては、市議会議員

のほか行政協力員や保健推進員など３，６３４人の非常勤職員公務災害補償に関する負

担金３８８万４千円を計上したものでございます。 

次に、№９、図書購入費及び文書等集中管理費の４，３１９万円につきましては、本

庁及び支所における各種図書購入費、例規集の追録代、コピー用紙等の消耗品の購入代、

その他郵便料、ＦＡⅩあるいはコピー機の使用料、印刷機の賃借料などでございますけ

れども、行政コストの縮減を図るため、前年度比２００万３千円の減額となってござい
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ます。なお、この事業に対しましては、県からの移譲事務交付金といたしまして、１万

４千円を見込んでいるところでございます。 

次に、№１０、法制執務関連経費の３３３万８千円につきましては、例規集の整備に

関する経費で、改正した例規のデータ更新費用あるいは、例規検索システムの使用料と

なってございます。 

次に、№１１、アーカイブズ関連経費の７３０万８千円につきましては、事業説明書

の１ページにも記載しております。公文書のうち重要なものを選別して閲覧に供するこ

とにより市民の知る権利あるいは説明責任にこたえ、未来の在り方について考えること

を目的としまして、公文書館を設置して選別した公文書及び古文書を保存し、市民等の

利用に供するほか、これに関連する調査研究を行うことを目標としてございます。 

これまでの成果と今後の方向性でございますけれども、旧大曲市の永年保存文書と大

仙市の本庁の永年保存文書６，７７０件、旧中仙町と中仙支所の文書、６，１７６件、

旧太田町と太田支所の文書５，５３７件を目録化してございます。また、歴史的資料に

つきましては、市民ボランティアの協力によりまして３万点を超える資料の目録化、あ

るいはデジタルデータ化を行っており、一部は解読作業まで行ってございます。今後、

ほかの支所における文書を早期に目録化しまして、また歴史的資料についても市民が利

用できる環境づくりを行ってまいりたいと存じます。 

また、平成２８年度を目途に旧双葉小学校を公文書館として改修するため、平成２６

年度基本設計を行うこととして、１９１万１，６００円を計上してございます。なお財

源としましては、半額の９５万５千円を社会資本整備総合交付金を見込んでございます。 

次に、№１２、行政協力員関連経費の３，９４７万７千円につきましては、行政協力

員８８５人の報酬及び永年従事表彰の記念品代、広報配布委託料等でございまして、報

酬につきましては、平等割が１万円、世帯数割が１世帯１千円となってございます。な

お、この財源としましては秋田県より県広報及び県議会報の配布委託金として１９６万

９千円を見込んでいるところでございます。 

次に№１３、自衛官自衛隊関連経費の７万３千円につきましては、自衛官募集事務に

係わる経費で、自衛官採用案内書送付の郵便料等でございます。減額になった分につき

ましては、平成２５年度、大仙市が募集活動重点市でございましたけれども、平成２６

年度は大仙市が重点市になるため、減額となったものでございます。なお、この財源と

しまして、国から委託料として５万円を見込んでいるところでございます。 
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次に№１４、固定資産評価審査委員会関連経費の６万３千円につきましては、固定資

産評価審査委員会委員３名分の報酬および研修旅費等でございます。 

№１６、社会福祉総務費負担金の１１万３千円につきましては、大仙市と美郷町地域

の保護司で結成されております保護司会への助成金でございます。 

以上、総務課所管分についてご説明申し上げましたけれども、よろしくお願い申しあ

げます。以上でございます。 

○委員長（金谷道男） 説明が終了しました。 

これより質疑を行います。質疑のある方はお願いします。 

はい、佐藤委員。 

○委員（佐藤文子） 職員の体制のことについて、今回、一般会計における正職員は１５

人減らして、再任用の方は１１人増やすというふうになっているわけですけれども、１

１人の正職員の減った部所と、職務はどういう方々が減ったのかどうかというところを

まずお聞きしたいと思います。 

それから、それでもなお正職員は減っている訳ですけれども、今後、職員の、配置、

部所等で職員を減らすそうしたところは何処なのかと、いうところを聞きたいと思いま

す。 

もう１点は、臨時職員について３千３百数十人というふうな話しがありましたけれど

も、実は国でも問題になったのですけれども、学校の先生方の臨時の教員が、年度末に

雇い止めされて、新年度にまた再雇用されるというケースに対して、その雇い止めされ

て、雇用されるまでの間、保険や健康保険、年金等が国保に切り替えられていたという

ふうな問題がありまして、これを是正するような通達も入ってきていると、いうふうな

ことがありますので、もし大仙市において、臨時職員の方々の雇い止めも間もなく再雇

用というふうな例があるとすれば、保険、年金の共済の方から出すというふうなことは

続けていかなければいけないというふうに思っているんですけれども、その実態がある

のかどうか、教えていただきたいと思います。 

○委員長（金谷道男） 伊藤総務課長。 

○総務課長（伊藤義之） 第１点目の職員の減った部分というか、配置のところというこ

とでございますけれども、今、人事異動をやっているところでございますけれども、退

職者が、定年退職で４０数人ございます。今年度の新規採用が２０人ほどおります。そ

のほか、職種替えの職員もございますけれども、実際に減った場所とかという部分につ
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いては、今、事務内容を精査しながら、検討することとしてございますので、ちょっと

そこの部分、職名とか、そういった部分はちょっとお答えできる状況にはございません。 

２点目の臨時職員の雇用の関係でございますけれども、実際、年度内雇用、臨時職員

については年度内雇用というふうなことでございまして、継続して１年以上継続しない

というふうなことで、その原則に従って雇用してございますけれども、社会保険等につ

きましては、現状を見ながら、全くその別の事業に移るとか、というふうな実態である

とすれば、それはまた全然その、雇用期間が切れたものとして扱かわせて頂いておりま

すけれども、実体的に同じ箇所でまた雇用されるような状況にある場合には、継続して

扱わせて頂いております。以上でございます。 

○委員長（金谷道男） はい、佐藤委員。 

○委員（佐藤文子） そのことはわかりました。 

それからもう１点なんですけれども、再任用の職員の、その方々がどういう部所に配

置され、職務はどういうふうになるのか、ちょっとわかりませんけれども、ある支所の

方から意見としてちょっと出されていることがありますので、お知らせしながら考えを

お聞きしたいと思います。 

支所は、市民サービス課、まあ２課になっている訳ですが、それぞれのところに本庁

からの福祉、税務、市民課、それから年金、保険、こういうたぐいの全ての業務が市民

サービス課に集中し、いろんな相談に忚えなければならないと、いうふうな状況の中で、

支所のある一部からは、是非、あらゆる相談に忚えられるような、そうした経験の豊富

な職員を是非、総合相談所として、配置して欲しいというようなご意見も出されており

ます。そうしたところに、もし再任用の職員の方々などが、適切なマニュアルに基づい

て、相談に機敏に対忚していただくようなことができないものかと、いうふうなことで、

そうした要望をするご意見も内部からある訳ですが、それに対しての考えをお聞きした

いと思います。 

○委員長（金谷道男） 伊藤課長。 

○総務課長（伊藤義之） 再任用の雇用場所についてでございますけれども、基本的には

年金を受給するまでの雇用の場所ということで、内容的にはさまざまな部所を経験して

きて、その能力を発揮して頂くということで、総合相談員というふうなことで、そうい

った部所の配置も十分に考えられるところでございますし、もしそういった職員がおる

とすれば、配置したいと考えているところでございます。ただ、しかしながら、先ほど
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の予算でも説明しましたとおり、職員が減る状況にございます。従いまして、精力的に

事務をこなして頂く職員というものがやっぱり不足して参りますと、当然、窓口業務が

滞ってまいりますので、正職員に代わる、いわゆる正職員が今までこなして来た職員、

職場について、置き換わるような再任用職員を配置しないと、事務が滞ってしまうとい

うふうな懸念もございますので、今のところそちらの方まで配置できるような状況には

無いというふうに今は考えてございます。ただ配置する職場としては、その能力、経験

等を活かしていただくために、そういった部分に配置できれば配置したいと考えてござ

います。よろしいでしょうか。 

○委員長（金谷道男） はい、佐藤委員。 

○委員（佐藤文子） はっきり言って支所の方の総合窓口を単独で設置する余裕は無いん

だというふうなことを言っているような感じですね。いずれにしても、今の答弁でわか

ることは、正規職員が足りないので、その代わりをしっかり行える再任用で賄っていか

なければ間に合わないんだと、いうのが実体な訳ですので、そお根底にある、やっぱり

職員をね、まだまだ定数を減らしていくという方向に若干やっぱりもう、問題、支障が

出てきているのではないのかなと、いうふうに思いますので、これを機会にですね、定

数をね、減らすというふうなことを改めるというふうなことも是非、今後考えていただ

きたいと思います。 

それからもう１点は、再任用にこだわった訳ではありませんが、いずれ支所の実体は

そういうふうに、非常に２課のもとで、多岐にわたる市民からの要望、相談に忚じてい

くには、総合的にやっぱり忚えられる、そうした経験豊富な、また優れたマニュアルを

使ってしっかりと対忚できる体制が欲しいというふうなことですので、是非、その点も

踏まえて今後支所の利便性を是非とも市民に立っての利便性を高めていただきたい、と

いうふうなこの２点をご要望いたしたいと思います。答弁は良いです。 

○委員長（金谷道男） ほかに質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） ないようですので、これにて総務課に関する質疑を終結いたしま

す。 

 

○委員長（金谷道男） 次に、富樫秘書課長。 
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○秘書課長（富樫公誠） 平成２６年度当初予算に係る秘書課の予算について、ご説明い

たします。 

資料は同じように予算概要になります。よろしくお願いいたします。 

№１、始めに２款１項１５目１０事業、秘書管理費になります。 

秘書管理費は、市長・副市長の秘書業務に関する経費、旅費等であります。２６年度

は４３４万円の計上で、２５年度の４２５万１千円に比較しまして、８万９千円の増と

なっております。増額となった主な内容ですが、大曲の花火の際にお招きする観覧者用

桟敷席の単価の増及び招待マス数の増によるものが１６万２千円。それから新規として

は、市長・副市長が出張している際の連絡用のために必要となりますタブレット端末１

台分で、その備品購入費８万７千円と通信費の２万７千円を計上したためのものであり

ます。 

なお、２６年度は、秘書管理費の中の全ての科目を改めて精査させていただきまして、

印刷製本費、クリーニング代、広告料を２５年度の実績にあわせまして、合計で１１万

５千円増額した一方で、約６割を占めております旅費につきまして、２１万５千円を減

額、それから大曲の花火の際の来客忚対のための食糧費を３万５千円を減額し、タクシ

ー代についても５万２千円を減額した結果、増減の差といたしまして、結果、８万９千

円の増となったものであります。 

№２になりますが、１５目１１事業、市長交際費です。市長交際費は、市長等が市を

代表して外部との交際・交渉を行うための経費であります。慶祝、弔慰、協賛等に区分

し、毎月の広報に報告させていただいております。２６年度ですが、弔慰対象者等が尐

しずつ減尐していることなどによりまして３０万円を減額し、４００万円を計上したも

のであります。 

№３ですが、１５目５０事業、秘書費負担金であります。昨年と同額の２５０万８千

円の計上しております。全国市長会の分担金４２万８千円と秋田県市長会の負担金２０

８万円でともに、昨年と同じ額となってございます。 

以上、秘書課関係当初予算について、ご説明申し上げましたが、よろしくご承認賜り

ますようお願いいたします。 

○委員長（金谷道男） 説明が終了しました。 

これより質疑を行います。質疑のある方はお願いします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（金谷道男） ないようですので、これにて秘書課に関する質疑を終結いたしま

す。 

この際、説明の途中ですが、暫時、休憩いたします。再開は２時１５分といたします。 

 

休憩（午後２時０８分～午後２時１４分） 

 

○委員長（金谷道男） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

次に、佐藤部長待遇兼財政課長。 

○総務部部長待遇兼財政課長（佐藤芳彦） 同じ資料の４ページになります。 

財政課の関係の予算についてご説明いたします。 

４ページの歳入の関係になります。 

２款、地方譲与税は国税であります。予算額は７億６，７６３万１千円を計上してお

ります。内容は２つであります。地方揮発油譲与税が２億３，０２９万７千円。ガソリ

ンの製造業者が出荷する際に課税されるものであります。収入額全体のうちの１００分

の４２が市町村に交付されるものであります。 

自動車重量譲与税につきましては、車検時にその重量に忚じて課税されるものでござ

います。予算額５億３，７３３万４千円であります。収入額全体の１，０００分の４０

７が市町村に譲与されるものであります。 

次の３款、利子割交付金につきましては、利子などの支払いを受ける際に課税される

ものであります。税率は５％であります。事務費を除いた収入額全体の５分の３を市町

村へ交付するものであります。予算額は１，３９３万８千円となるものであります。利

子割り交付金については県税であります。 

４款、配当割交付金も県税であります。予算額は１，４６８万２千円であります。上

場株式の配当等に対しまして５％の税率が課税されます。収入額のうちから事務費を控

除した５分の３が市町村に交付されるものでございます。 

５款、県税であります株式等譲渡所得割交付金。同様に上場株式等の譲渡金に対しま

して５％が課税されます。事務費を控除した５分の３が市町村に交付されるものであり

ます。 

６款、地方消費税交付金、これも県税でありますけれども、現在は国が消費税として

徴収したうちから、地方に配分されます。資料のところに１００分の２５と記載してお
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りますけれども、これは消費税５％のときの率でありまして、今、４月から８％になり

ますけれども、この率ですと消費税額の６３分の１２という税率になりますので、ご訂

正をお願いしたいというふうに思います。予算計上額は９億８，１００万８千円であり

ます。 

次の７款、ゴルフ場利用税交付金、これは県税であります。ゴルフ場の所在市町村に

対しまして当該ゴルフ場に係わるゴルフ場利用税の１０分の７が市町村に交付されるも

のであります。予算計上額は１，２９２万９千円の計上であります。 

８款、自動車取得税交付金、これも県税であります。自動車を購入した際に課税され

るものでございます。従来は税率５％でありましたけれども、消費税が８％になること

によって、今回、税率が３％に変更となります。また将来、消費税率が１０％になった

場合には、自動車取得税については、廃止される方向であります。収入額の全体の事務

費を除いた１０分の７が市町村に交付されるものであります。９，３１７万円の計上で

あります。 

９款、地方特例交付金、これは国から個人住民税における住宅借入金等特別税額控除

の実施に伴い、地方公共団体の減収を補てんするために交付されるものであります。２，

４９６万２千円の計上であります。 

１０款、地方交付税については、合わせて１９９億３，５６９万８千円の計上であり

ます。このうち、交付税全体の１００分の９４が普通交付税であります。普通交付税と

しては、１８７億３，４１４万９千円の計上を見ているところであります。 

右側の特別交付税の関係では、当初予算では１２億１５４万９千円の計上であります。

交付税全体の１００分の６が特別交付税の持ち分であります。 

１１款、交通安全対策特別交付金につきましては、交通の反則を収入源としまして、

道路交通安全施設の整備に充てるために交付されるものであります。１，７０２万２千

円の計上であります。 

１９款、繰越金は、前年度繰越金として前年度同額の３億円を計上しております。 

市債の関係では、一般財源扱いする市債は臨時財政特例債であります。地方交付税の

代替財源であります。１７億５，４４９万１千円の計上となるものであります。 

以上が歳入の関係であります。 

次に、歳出につきましてご説明いたします。資料の５ページをお願いします。 
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№１番の財政管理費の関係でありますけれども、予算額は１１９万４千円であります。

地方交付税や譲与税、国・県からの依存財源の調達に係わる事務経費や研修経費が主な

ものであります。 

２番目の財政管理費負担金、４万円につきましては、（財）地方財務協会への負担金

であります。 

３番の財政調整基金積立金は、１億円の計上であります。今回、当初予算で１億円を

計上することによりまして、財政調整基金の残高は資料記載のとおり２７億５，６１５

万５千円となるものであります。２６年度の財政運営を通じて、何とか標準財政規模の

１０％に充たる３０億円を目指して、積み立てできるように努力してまいりたいと考え

ております。 

４番、減債基金積立金は、２，５００万円の積み立てあります。これにつきましては、

昨年度に発行しましただいせん夢未来債の償還財源として、積み立てるものであります。

２６年度末残高見込みは、７，９６５万５千円となるものであります。 

５番、長期債元金償還金、一般会計では、４６億８，５０４万５千円、前年度よりも

２億９，８０２万９千円の減額になるものであります。 

６番目の長期債利子償還金につきましては、６億９，８９９万８千円で、前年度より

も６，２６７万５千円の減額となるものであります。 

各年度の元金償還額、利子償還額につきましては、資料の右の表に記載してございま

す。 

７番目の公債事務費につきましては、１１万９千円であります。起債の発行、許可等

に係る審査手続き等に係る事務費であります。 

８番、地方債協会負担金につきましては、財団法人の地方債協会に対する負担金、１

０万円でございます。 

９番、予備費、前年同額の５，０００万円でございます。 

次のページにつきましては、全会計市債残高の推移を資料として掲載しておりますが、

この資料につきましては、議員全員協議会の際に久米副市長から説明がありましたので、

ここのところにつきましては詳しい説明は省略させていただきたいと思いますが、いず

れ、公債費負担適正化計画を踏まえ、実質公債費比率につきましては、平成２５年度の

決算、平成２６年度になりますけれども、この決算におきましては、基準値である１８％

を下回ると試算しております。１７％代の後半になるものというふうに考えております
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ので、まずはそこで公債費負担適正化計画を踏まえつつ、着実に数値を落として行きた

いというふうに考えております。いずれ実質公債費比率、将来負担比率とともにまだ高

いところにありますので、その辺については、繰り上げ償還なり、市債の発行額を控え

るなり、あるいは、交付税算入の高い市債を発行するなり、財政運営におきましてそこ

ら辺のところを気を付けながら、やっていきたいというふうに考えておりますので、よ

ろしくお願いしたいというふうに思います。 

簡単ですが以上であります。 

○委員長（金谷道男） 説明が終了しました。 

これより質疑を行います。質疑のある方はお願いします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） ないようですので、これにて財政課に関する質疑を終結いたしま

す。 

 

○委員長（金谷道男） 次に、久保江契約検査課長。 

○契約検査課長（久保江信晴） 契約検査課の平成２６年度当初予算につきまして、ご説

明いたします。 

同じ資料の７ページをご覧ください。 

２款１項１目１４事業、契約検査費についてであります。 

予算額は４０４万８，０００円であり、前年対比で５８万９千円の減となっておりま

す。予算減の主な理由は、検査用車両のリース契約が９月で終了することと、秋田県と

共同利用しているところの電子入札共同利用負担金が減尐するためであります。 

なお、新しい検査車両の購入費につきましては、管財課で予算措置されております。 

次に契約検査費の主な内容であります。１つ目は市が発注した建設工事において、他

の模範となる良好な施工を収めた請負業者及び現場代理人等を表彰する「大仙市優良建

設工事表彰制度」の記念品代及び表彰額購入費を予算計上しております。 

２つ目は、電子入札システム関係経費として、３２１万１千円を負担金に予算計上し

ております。この電子入札のメリットといたしましては、次の３項目が主なものであり

ます。１つ目は、競争性の確保と受注機会の拡大が図れること。２つ目は建設コストが

縮減されること。３つ目は事務の効率化になることであります。 

また、現在の共同利用している市は、由利本荘市と男鹿市と当市の３市であります。 
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そのほかの予算としましては、複写機の費用や契約書に添付するところの契約事項印

刷代、あとは工事検査用図書代の購入費であります。 

以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議のうえ、ご承認賜りますよう、お願

い申し上げます。 

○委員長（金谷道男） 説明が終了しました。 

これより質疑を行います。質疑のある方はお願いします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） ないようですので、これにて契約検査課に関する質疑を終結いた

します。 

 

○委員長（金谷道男） 次に、佐藤次長兼税務課長。 

○次長兼税務課長（佐藤哲男） 私の方から税務課所管の平成２６年度歳入歳出予算の概

要につきまして、ご説明させていただきます。 

資料№３、平成２６年度大仙市各会計予算書の１８ページをお願いします。 

２、歳入、市税となっております。始めに１款、市税につきまして、本年度総額で７

７億４，６２０万円、前年度比較で７，５１８万６千円の減としております。 

次に税目毎にご説明申し上げます。市民税の個人について、本年度２５億１，１５７

万７千円、前年度比較で３，３８７万７千円の減としております。現年課税分では２４

億８，４０１万８千円、滞納繰越分では２，７５５万９千円としております。 

減の主な要因としましては、農業所得について、仮渡金、反収及び戸別所得補償等が

減になっていることから、農業所得に係る市民税の所得割について大幅な減を見込んで

おります。 

次に市民税の法人につきましては、本年度５億２，７９１万３千円、前年比較では２，

８８４万５千円の減としております。現年課税分では５億２，５６８万５千円、滞納繰

越分では２２２万８千円としております。これは、平成２６年度の税制改正により、企

業の交際費について支出する費用の５０％について、損金への算入を認められることに

加え、県内企業景気予測調査において、景況判断では上昇幅が拡大しているが、全産業

において先行きでは下降に転じる見通しをしていること等から、減を見込んでおります。 
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次に固定資産税につきましては、本年度３７億６，６６４万７千円、前年比較では３，

１９９万６千円の減としております。現年課税分では３７億４５９万６千円、滞納繰越

分６，２０５万１千円としております。 

土地については、地価公示価格の下落により税額についても減としております。また、

家屋につきましては、次回の評価年、平成２７年度に見直すこととしておりますので、

滅失した家屋以外に税額の減はなく、また、消費税が引き上げられることから、引き上

げ前の駆け込みと思われる需要の影響などから、住宅等の着工件数が前年に比較し増加

していることから、税額でも増を見込んでおります。 

また、国有資産等所在市交付金につきましては、２，７９４万５千円、現年課税分と

しており、前年比較で３９万２千円の減としております。 

軽自動車税につきましては、本年度２億８２４万１千円、前年比較では１５万円の減

としております。現年課税分では２億５９２万円、滞納繰越分２３２万１千円としてお

ります。平成２６年度当初見込み台数で、１，３３３台の減尐の見込みをしております

が、これまでは、税額の高い軽四輪の乗用車が増加しておりましたが、この度、前年比

較で５４６台の減尐の見込みをしております。 

また、市たばこ税につきましては、６億７，６７８万２千円、現年課税分も同額とし

ております。これにつきましては、平成２５年４月の売渡分から、千本当たり６４４円

引き上げられていることから、２，０６５万７千円の増を見込んでおります。 

入湯税につきましては、本年度２，７０９万５千円、前年比較では５８万３千円の減

としております。現年課税分では２，４７０万３千円、滞納繰越分２３９万２千円とし

ております。 

次に税外収入についてご説明申し上げます。２４ページをお願いします。下段になり

ますが、１３款、使用料及び手数料の内、２項、手数料、１目、総務手数料、１節、総

務手数料３，７０６万４千円のうち、説明欄の一番下になりますが督促手数料２６４万

５千円を見込んでおります。 

次に３２ページをお願いいたします。これも、下段になります。 

１５款、県支出金、３項、委託金、１目、総務費委託金、２節、徴税費委託金、１億

１，５５６万２千円を見込んでおります。これは県税の徴収のための委託金であります。 

３９ページをお願いいたします。中段からになります。 
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２０款、諸収入、1 項、延滞金加算金及び過料、1 目、延滞金、１節、延滞金につきま

しては４８４万円としております。 

次の２項、１節、加算金及び３項、１節の過料につきましては、それぞれ１千円の存

置項目としております。 

４１ページをお願いいたします。下段になります。２０款、諸収入、５項、雑入、１

目、滞納処分費、１節、滞納処分費９万７千円につきましては、インターネット公売手

数料を見込んでおります。 

次に、２目、弁償金、１節、弁償金につきましては、鑑札弁償金として１千円の存置

項目としております。 

次に、歳出についてご説明申し上げます。 

横Ａ３版の資料、平成２６年度当初予算概要、総務民正常任委員会の８ページをお願

いいたします。 

税務課所管の事業については５事業ございます。 

前年と大幅な変更はありませんが、賦課事務費について前年比較５１１万円の増とし

ております。増の主なものとしましては、税務システムの改修経費 ２４０万円、あるい

は平成２７年度固定資産税の評価替えに向けた業務委託料１４０万４千円等としており

ます。 

また、不動産鑑定評価委託料について１，７６３万円の増としておりますが、平成２

７年度評価替えに向けた標準宅地不動産鑑定が終了したことによるものでございます。 

以上、ご説明申し上げましたがよろしくご審議のうえご承認賜りますようお願い申し

上げます。 

○委員長（金谷道男） 説明が終了しました。 

これより質疑を行います。質疑のある方はお願いします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） 質疑がないようですので、これにて税務課に関する質疑を終結い

たします。 

 

○委員長（金谷道男） 次に、舛屋管財課長。 

○管財課長（舛屋博之） それでは、管財課所管の歳出予算について、ご説明いたします。 

資料の９ページをお開き願います。 
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はじめに、「共通物品購入費」でございます。予算額は９７２万６千円、前年度に比

べ３万９千円の増となっております。内容については、各庁舎において共同で使用する

封筒の印刷代やプリンタートナー及び事務用品の購入費となっております。 

次に、「庁舎管理費」でございます。予算額は２億２５０万３千円、前年度に比べ３

３８万８千円の増となっております。増となった主な理由は、電気料や燃料費の値上げ

によるものであります。また、工事費の主なものは、備考欄に記載しておりますが、中

仙庁舎ではＯＡルームエアコンの交換工事として５５万７千円、太田庁舎では構内通路

舗装改修工事として４７万３千円となっております。 

歳入につきましては、その他財源が９３８万９千円となっておりますが、この主なも

のは、他の団体の庁舎使用料として７７６万７千円であります。 

次の、庁舎改修事業費につきましては、のちほど、別の資料にて、ご説明いたします。 

次に、「財産管理費」でございます。予算額は６，６７９万円、前年度に比べ１，０

１１万３千円の増となっております。増となった主な理由は、委託料と工事費の増によ

るものであります。委託料の主なものは、仙北地域の旧大和田工業団地用地の土壌汚染

状況調査業務委託料として２５２万９千円であります。旧大和田工業団地用地につきま

しては、以前は、住宅資材を製造していた工場の跡地であり、今後も市としては引き続

き公売を実施していく予定でありますので、ある程度の土壌調査が必要と考えまして、

今回、予算計上したものであります。 

次に、工事費についてでありますが、解体工事として西仙北地域では土川世代交流館

等、協和地域が旧さくら荘物置小屋、南外地域が旧南外学校給食センターの３件を予定

しており、そのほかでは、協和地域の旧船岡小学校地下オイルタンクの廃止工事となっ

ております。歳入については、県支出金として１万２千円がありますが、これは、財産

区関係の県からの移譲事務の交付金であります。 

市債の６４０万円は、公共施設解体事業債であります。 

その他財源５，８６３万９千円の主なものは、土地売払収入が３，４７９万３千円、

土地貸付収入が９１９万９千円となっております。 

次に、公有林整備事業費（補助分）であります。予算額は２，３１７万９千円、前年

度に比べ２，００９万３千円の増となっております。 

事業内容については、中仙地域が長野字長野山地内の搬出間伐事業、協和地域が協和

荒川字琴ケ台地内の切捨間伐事業、及び協和船岡字七袋地内の搬出間伐事業、南外地域
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が南外字坊田石兀ノ下地内及び 南外字田中田山根地内の搬出間伐事業、太田地域が太田

字真木根掘地内の切捨間伐事業をそれぞれ実施することにしております。また、歳入の

その他財源１，７２８万３千円については、雑入として市有林保育事業費補助金となっ

ております。 

次に、公有林整備事業費、単独分であります。予算額は５９万円、前年度に比べ２６

万８千円の増となっております。内容につきましては、監視人謝礼や草刈賃金、森林保

険料などであります。 

次に、車両運行経費であります。予算額は８，５２９万７千円、前年度に比べ１，７

０２万円の増となっております。主な支出は、車両購入費１１台分として、２，５０３

万３千円であり、これには、市長車及び議長車の２台の更新も含まれております。その

ほかとしてはタイヤ購入費６７台分として、３５１万円となっております。 

次に、資料№２の平成２６年度 当初予算（案）の「主な事業の説明書」総務部・選挙

管理委員会用をご覧願います。 

ページについては、１－２でございます。事業名は、庁舎改修事業費であります。 

２６年度予算額は、２億７，２９８万５千円であり、前年度に比べ１億４，４７５万

６千円の増となっております。２６年度の庁舎の耐震改修工事については、昭和５３年

建築の協和庁舎と昭和４９年建築の仙北庁舎であります。 

３の事業の概要でございますが、協和庁舎の補強方法は、庁舎の裏側の中央付近につ

いては、大曲庁舎と同様のピタコラム工法で１０構面、正面側はアンボンド工法という、

内付の工法で１２構面の工事を予定しており、事業費は１億５，６６３万６千円であり

ます。 

仙北庁舎の補強方法は、パラレルユニットフレーム工法という、ピタゴラム工法を若

干、簡素化したものであります。外付の工法であり、庁舎正面側が６構面、庁舎裏側が

８構面の計１４構面の工事を予定しております。事業費は、１億１，６３４万９千円と

なっております。これによりまして、平成２６年度において、市の各庁舎の耐震補強工

事が、すべて、完了することになります。なお、財源内訳につきましては、国、県支出

金が６，５７５万円、市債が１億９，５６０万円、一般財源が１，１６３万５千円とな

っております。 

以上、管財課所管の歳出予算につきまして、ご説明いたしましたが、よろしくお願い

いたします。 
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○委員長（金谷道男） 説明が終了しました。 

これより質疑を行います。質疑のある方はお願いします。 

はい、大野委員。 

○委員（大野忠夫） 耐震改修工事については、ここの本庁舎の部分にいろいろと説明前

にあったとは思いますけれども、この工法の違いというのはいろいろとあると思うんだ

けれども、それぞれ良いところと悪いところとあったのか、それともその工法でなけれ

ば出来ない、庁舎の仕組みなのか、その辺のところを尐し説明願いたいと思います。 

○委員長（金谷道男） はい、舛屋課長。 

○管財課長（舛屋博之） 細かい部分についてはしっかりした部分については把握してお

りませんが、設計の段階で、外付けの工法を選ぶのか、内付けの工法を選ぶのか、とい

う設計上の構造上の問題が一番抱えているということが、大事なことだというふうに聞

いております。その中で一番オーソドックスなのは、大曲庁舎が外付け工法としてコン

クリートのこういう形のものをやったものですけれども、あれがまず採用されておりま

すけれども、協和庁舎がまず裏側の部分がそのピタゴラム工法そして、仙北庁舎につい

ては、さらに若干、工期の面とか、そういう経費の面でもある程度は、経費を削減でき

るということもございましたので、そういう場合は簡易的な工法でも十分、耐震補強に

耐えられるということでしたので、こういう工法を選んだというふうに聞いております。 

○委員長（金谷道男） はい、大野委員。 

○委員（大野忠夫） 選んだ理由は専門的な部分なので、私らはわかりませんけれども、

このお金の面を考えた時に、仙北庁舎が１億１，２００万円、それから協和は１億５，

３００万円、この方面から見たときはやや同じだけれども、やっぱりそこはそこなんだ

べな。ちょっと言われてもわからないんだけれども。やっぱりその、そういうことでや

った方が要するにこの後とも、耐震から行けば良いんだという判断に立ってやったこと

だと思うんだけれども、そういった時に、このＩＳ値ですか、０．７５を目標だという

ことになっています。そうしたときに、まだ庁舎いっぱいありますよね、大仙市に。こ

の０．７５以下になっている庁舎というのはどのくらいあるものですか。庁舎、支所。 

○委員長（金谷道男） はい、舛屋課長。 

○管財課長（舛屋博之） ０．７５以下の庁舎というのは、昭和５６年の６月１日以前に

建設された庁舎ということで、大曲庁舎と協和庁舎と仙北庁舎、この３つの庁舎であり

ました。大曲庁舎が出来ましたので、２６年度におきまして、協和庁舎と仙北庁舎の２
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つの庁舎を工事をするということで、全て庁舎についてはＩＳ値はクリアしていると、

いわゆる０．７５はクリアしているというふうに考えております。 

○委員長（金谷道男） はい、大野委員。 

○委員（大野忠夫） もう一つ。今度は０．７５は超えることになるから、今現在ある庁

舎で、そうすれば逆に一番の強い庁舎はＩＳ値がどのくらいなものですか。 

○委員長（金谷道男） はい、舛屋課長。 

○管財課長（舛屋博之） 今回の診断そのものが、昭和５６年６月１日前の庁舎だけでし

たので、その他の庁舎については、はっきりとした数字は掴んでおりません。ただ、現

在の建築基準法で最低限の数値はクリアしていると聞いております。 

○委員（大野忠夫） またいずれ何か地震が起きれば、またいろいろと変えて、補強さね

ばならなくなるべのも、でもそういう限度ある中で、昭和何年だけが、５３年、４９年

とか、その後に出来た庁舎が、まだ多くあって、その庁舎の耐震負荷構造というのは当

然作る時にも、すでにこういうＩＳ値に基づいて作っていることなんだけれども、それ

も０．７５が基準なの。それとももっと良い基準になっていますか。 

○委員長（金谷道男） はい、舛屋課長。 

○管財課長（舛屋博之） 建築基準法で決められているというふうに聞いておりますので、

０．７５というふうに解釈しております。 

○委員（大野忠夫） はい、わかりました。 

○委員長（金谷道男） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） ないようですので、これにて管財課に関する質疑を終結いたしま

す。 

 

○委員長（金谷道男） 次に、進藤総合防災課長。 

○総合防災課長（進藤久） それでは私の方から総合防災課所管分についてご説明申し上

げます。 

始めに当初予算概要１３ページをご覧いただきます。総合防災課が所管する２６項目

の事業を掲げておりますが、その内主なる事業のみを説明させていただきます。 

始めに№１でございます。「復興支援事業費」であります。 
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東日本大震災の発生における復興支援事業の実施の経費でありますが、前年度予算額

２８３万８千円に対しまして１７６万５千円増の４６０万３千円を計上しております。

この事業の目的でありますが、東日本大震災の発生における復興支援として、現在、３

１世帯７１名の市内避難者へサポートは元より、被災地の状況を見極めながら息の長い

長期的な支援活動を継続して被災地の復興を支援するものであります。 

事業の概要でありますが、まずは避難者サポートセンター機能を保持するために臨時

職員を雇用する経費としての１８９万７千円であります。昨年度までは秋田県の緊急雇

用創出臨時対策基金事業を活用して雇用しておりましたが、３年で終了いたしましたの

で市単独経費で雇用することにしてございます。 

次に大曲の花火招待事業の実施経費として２７０万６千円であります。これまでは岩

手県の沿岸被災地に特定しておりましたが、来年度は中学生が交流を持ちました宮城県

の気仙沼市あるいは南三陸町の方に対象範囲を拡大いたしまして、実施する計画を盛り

込んでございます。こうした現地バス借り上げの経費等が主なる経費であります。 

財源の内訳でありますが、４６０万３千円、すべて一般財源であります。 

次に№４の事業説明書の１－７ページをご覧願います。 

消防団員に支給する年報酬でございます。条例改正の際にもご説明申し上げましたよ

うに、年報酬のありますが、前年度予算額４千６１６万８千円に対しまして３７２万円

２千円増の４千９８９万円を計上しております。 

次に№７、１－８ページをご覧願います。 

消防団運営、出動費用弁償支給及び被服更新等経費についてでありますが、前年度予

算額３，５６０万円に対しまして１，７５４万円１千円増の５，３１４万１千円を計上

しております。主なる費用でありますが、被服の更新費用を新たに追加させていただく

ものであります。 

同じく「消防施設・設備整備費」であります。 

前年度４，６８３万９千円に対しまして２，０３４万４千円減の２，６４９万５千円

を計上しております。この事業の目的でありますが、経年劣化が著しい格納庫やホース

乾燥塔などの消防施設備の改築や車両、小型動力ポンプ等の資機材の更新経費でありま

す。新年度における消防施設の改修といたしましては、ここに掲げてございますように、

大曲地域大花町の消防格納庫の新設工事でございます。これは区画整理事業の一環で更

新を求められている工事であります。また神岡地域北楢岡地区の消防サイレン塔の撤去
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とホース乾燥塔の設置工事でございます。西仙北地域におきましては、土川半道寺地区

のサイレン塔の移設工事、協和地域一ノ渡地区のサイレン塔交換工事、南外地域無尻橋

地区の消防格納庫の改築工事・仙北地域横堀地区のホース乾燥塔新設工事、太田地域三

本扇地区の消防格納庫の改築工事とホース乾燥塔の新設工事で、合計１，０８８万５千

円の工事経費でございます。 

また消防資機材の更新経費でございますが、中仙、協和、太田地域の小型動力ポンプ

各１台ずつの更新費用、神岡地域の小型動力ポンプ付積載車１台の更新費用、西仙北地

域の積載車の更新費用でございます。合計２，２４３万円でございます。 

財源の内訳でありますが、消防施設設備費事業債、いわゆる過疎債で、１，５５０万

円、また先ほど説明しましたような区画整理事業の物件移転補償金９６万３千円が、そ

の他となりまして、一般財源が１，００３万２千円となっております。 

次に当初予算概要１４ページをご覧いただきます。№１８の防災対策費でありますが、

これも事業説明書の１－１０ページをご覧いただきます。 

県の防災情報システムでございますけれども、新たにデジタル化に移行されることが

決まっております。そうした県の防災システムでございますけれども、これまで合併前

の８市町村時代に導入になったそれぞれの支所に１台設置されておりました。これが新

しく大仙市になりまして、県からの情報伝達機器が１台にまとまることになります。従

いまして県からの情報が本庁の１台に届きまして、そこからさらに各支所に情報を伝達

しなければならない形になりまして、その手段といたしまして、衛星携帯電話をそれぞ

れ８台準備いたしまして、各支所に１台ずつ配布するという経費を新たに新規事業とし

て登載させていただきました。２６９万８千円の経費でございます。 

さらに現在、地域防災計画の見直しをさせていただきましたが、防災会議におきまし

て１月１７日に平成１９年に策定いたしました地域防災計画の見直し版につきまして、

印刷中でございます。このあと、災害対策基本法の改正部分がございまして、さまざま

修正部分が求められてございます。それらを２６年度におきまして改定いたしまして、

さらに新しく印刷する経費を１０２万円計上させていただきました。その６５２万円の

経費でございますが、財源内訳といたしましては、全て一般財源でございます。 

その他に、№２１，住宅用火災警報器設置助成事業費でございます。 

昨年から市内の一般家庭の火災予防の観点から、弱者におきましては、無料配布、そ

して、一般の個人の購入、あるいは共同購入につきましては、５千円を限度額に２分の
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１の助成制度を策定いたしまして、助成させていただきましたが、２６年度におきまし

ても引き続きこの制度を行いたいということで、特に補助金の個人購入したり、あるい

は共同購入した場合の補助金の制度を引き続き行うということで計上した経費を２６６

万７千円引き続き計上させていただきました。これまでの無料の部分につきましては、

一旦、閉じさせていただき、あくまでもその自治会、あるいは自主防災組織の中で共同

購入を勧めて、まとめて未設置の方々に取り付けていただくと、いうような方向を継続

させていただきたいと考えております。 

また、№２２、災害に強いまちづくり事業費であります。これまた地域のいわゆる自

主防災組織の新たなる立ち上げ、あるいは、防災訓練の継続的に毎年行えるような環境

を整えるために、訓練費用の助成制度、更には防災士の資格を３年計画で１５０名育成

しましょうよ、という考え方で進めて参りましたので、再び２６年度でも５０名の方の

防災士の資格を取得していただくための研修講座の開催経費を充てるということで、そ

の７２６万６千円を計上させていただきました。 

それから項番２４番でございます。空き家等対策費でございます。 

空き家につきましては現時点で１，２４０棟ほどまだ市内に空き家を抱えてございま

す。今冬の雪のように豪雪になりますと、かなり傷んでまいります。そうした空き家の

指導、勧告に伴う自主解体の助成費でございますが、平均４５万の１５件として、６７

５万円を再び計上させていただきました。参考までに今年度、平成２５年度の見込みで

ございます。現在の申請が１６件ございます。１６件で７８５万８千円の補助金の支出

を見込んでございます。年度内にこの補助金を活用して１６件が解体予定となってござ

います。こうした実績に合わせながら、来年度は１５件、６７５万円の補助金を継続し

て計上させていただきました。他は空き家等防災管理システムの管理費用等でございま

す。合計７２９万１千円を計上させていただきました。 

また、２５番の災害忚急対策費、それから１ページお戻りいただきまして、８番の消

防団員災害出動費、それから９番の不明者捜索対策費、この３項目につきましては、い

わゆる消防団の、いわゆる災害時への活動費が伴う部分でございます。火災の場合にお

きましては、４，０００円から４，４００円にアップさせていただきましたので、その

部分の経費が上乗せになった形で積算させていただいております。 

かいつまんで説明させていただきましたが、総合防災課所管の予算説明を終わらさせ

ていただきます。よろしくお願い申しあげます。 
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○委員長（金谷道男） 説明が終了しました。 

これより質疑を行います。質疑のある方はお願いします。 

はい、大野委員。 

○委員（大野忠夫） １３ページの９番、不明者捜索対策費、たったの４６万２千円で予

算化して、これなば何もあれでね、捜索じぇんこねぐてならねでね。もっともっと作ら

ねば。 

○委員長（金谷道男） はい、課長。 

○総合防災課長（進藤久） いわゆる不明者というのは一般的には山菜採りの山で戻って

こなかったというような事案でございます。最も多いのが仙北市いわゆる田沢湖、生保

内周辺での春の竹の子採りシーズンになりますと向こうで大仙市民が捜索を求められる

ケースがあるわけですが、その場合は、当市から向こうに行って捜索するということは

ございません。あくまでも市内でなくなった、見えなくなったというような事案です。

まれにあるのが、太田地域とか、あるいは昨年あったのが、南外周辺、西山で１件ござ

いました。そうした場合には管轄の分団、消防団が捜索に当たります。この場合に１人

あたりの出動手当が１日４，０００円でございましたが、４００円アップさせていただ

きましたので、４，４００円の出動手当を支給させていただいております。実績から算

定いたしまして、１０５日、担当者の方では昨年実績の１０５日を計上し、この金額を

積算させていただきました。 

○委員長（金谷道男） よろしいでしょうか。 

○総合防災課長（進藤久） 川等に落ちて流れたというような場合には２５番の風水害の

災害に対する忚急対策部分で、これまた水防対策というような表現で、出動していただ

く経費でございまして、この場合には３５０名分、４，４００円の３５０名分を積算さ

せていただいております。また、同様に火災につきましては、７５０名の出動人数を積

算根拠として計上してございます。 

○委員長（金谷道男） 良いですか。 

○委員（大野忠夫） 良いです。これを見たってさっぱりわからない。この程度で間に合

うもんだがな。間に合わないときはやっぱり補正するんだな。 

○総合防災課長（進藤久） はい、補正をさせていただいております。 

○委員長（金谷道男） 良いですか。 

ほかにございませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） ないようですので、これにて総合防災課に関する質疑を終結いた

します。 

説明の途中でありますが、この際、暫時、休憩いたします。 

３時２５分まで休憩いたします。 

 

休憩（午後３時１６分～午後３時２３分） 

 

○委員長（金谷道男） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

次に、柴田会計管理者。 

○会計管理者（柴田敬史） 会計課所管分のご説明をいたします。 

資料は予算概要の１５ページとなります。 

項番１番、会計管理費、これは経常的な事務費で、決算書の印刷、郵便振替手数料と

いったものが主なものとなります。 

項番２、一時借入金等利子、これは、２５年度分について、先ほど減額補正のお願い

をいたしましたけれども、２６年度当初は２５２万１千円、対前年で３４７万９千円の

減額で計上しております。この意味は一時的に流用できる基金が積み増しにかかってお

りまして、その分、金融機関からの借り入れを抑えるという意図であります。 

以下、下に特会分も掲載しておりますが、いずれも基本的に対前年より落とした計上

としております。 

以上、会計課分、説明を終わらさせていただきます。 

○委員長（金谷道男） はい、説明が終了しました。 

これより質疑を行います。質疑のある方はお願いします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） 質疑がないようですので、これにて会計課に関する質疑を終結い

たします。 

 

○委員長（金谷道男） 次に、藤井選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（藤井幸雄） それでは選挙管理委員会所管分の平成２６年度

当初予算についてご説明申し上げます。 
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最初に１７ページをご覧ください。 

最初に選挙管理委員会報酬でございます。２款４項１目１事業の報酬でございますが、

これは選挙管理委員会４名分の報酬でございます。 

その下の同じく１０事業、選挙管理委員会事務費の８３万７千円は、選挙管理委員会

事務局の事務費、委員研修旅費及び国民投票システムの保守料などでございます。 

同じく５０事業、選挙管理委員会負担金の９万１千円でございますが、これは選挙管

理委員会連合会に対する負担金でございます。 

２款４項２目１０事業の選挙時啓発費の７３万７千円でございますが、これは小中学

生を対象といたしました、選挙啓発制度の標語コンクールの入賞者への記念品代、ある

いは成人式出席者に対する記念品などについての選挙制度についての周知活動を行うた

めの経費でございます。 

その下の県議会それから農業委員会、花館財産区この３つにつきましては、事業説明

書の１－３、１－４，１－５でご説明申しあげます。 

最後に大曲土地改良区の選挙執行経費の分でございますが、この１５万４千円は土地

改良区の総代の任期満了に伴う、執行経費でございます。総代選挙の執行経費の財源で

ございますが、全額１２款２項１目の大曲土地改良区総代総選挙費の負担金が充当され

てございます。 

続きまして、「主な事業の説明書」の１－３をご覧下さい。 

これは平成２７年４月２９日の任期満了に伴う秋田県議会議員一般選挙の執行経費で

ございます。予算の総額は１，１９６万３千円でございますが、この内容につきまして

は、全くの準備経費でございます。そういうことでして、この金額は全体の執行経費額

の３０％程度の金額となってございます。主な予算措置といたしましては、職員の時間

外勤務手当として８４万４千円、それから入場券の作成及び発送経費４０６万３千円、

ポスター掲示板の作成及び設置経費として７０２万３千円などが計上してございます。

この選挙の財源といたしましては、全額、１５款３項１目の県議会議員選挙費委託金が

充当されてございます。 

続きまして１－４をご覧いただきたいと思います。これは平成２６年７月３０日の任

期満了に伴う大仙市農業委員会委員一般選挙の執行経でございます。予算の総額は２，

７４８万９千円でございます。主な予算措置といたしましては、人件費といたしまして、

投票管理者・投票立会人などの報酬に４２０万２千円、職員の時間外勤務手当に１，６
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６２万６千円を計上しておりまして、その他に６６６万１千円を物件費として計上して

ございます。農業委員の場合は告示期間は７日間でございまして、期日前投票は市内８

箇所の期日前投票所で６日間、午前８時３０分から午後８時まで行いまして、当日投票

は市内５０箇所の投票所で、午前７時から午後６時まで行い、開票を兼ねた選挙会は、

それぞれ選挙区ごとに午後７時から市内８箇所の会場で、それぞれ予定してございます。 

１－５をご覧いただきたいと思います。これは平成２７年２月７日の任期満了に伴う

花館財産区議会議員一般選挙の執行経費でございます。予算の総額は２６３万７千円で

ございます。主な予算措置といたしましては、人件費といたしまして、投票管理者・投

票立会人などの報酬に４０万円、職員の時間外勤務手当に１２９万円を計上いたしまし

て、その他に９４万７千円を物件費として計上してございます。告示期間は５日間でご

ざいます。期日前投票は花館公民館で４日間、午前８時３０分から午後８時まで行い、

当日投票は市内５箇所の投票所で、午前７時から午後５時まで行い、開票を兼ねた選挙

会は、午後６時から花館公民館で、それぞれ予定してございます。 

なお、選挙の執行経費の財源といたしましては、全額、１２款２項１目の花館財産区

議会議員選挙費負担金が充当されてございます。 

以上、説明申し上げましたが、よろしくご審査の上、ご承認賜りますようお願い申し

上げます。 

○委員長（金谷道男） 説明が終了しました。 

これより質疑を行います。質疑のある方はお願いします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） 質疑がないようですので、これにて選挙管理委員会事務局に関す

る質疑を終結いたします。 

 

○委員長（金谷道男） 次に、佐藤次長待遇兼監査委員事務局長。 

○監査委員事務局長（佐藤智弘） それでは監査委員事務局所管の歳出予算についてご説

明申しあげます。説明資料は予算概要の１８ページ、１番最後でございます。 

はじめに２款６項１目１事業、監査委員報酬は４６万８千円で前年度と同額でありま

す。議員から選出される監査委員の報酬、月額３万９千円の１２カ月分であります。 

次に１０事業、事務費等７７万１千円は、前年度と比較して４万円の減であります。

事務局における経常的な事務経費で、決算審査意見書の印刷製本費や消耗品費等として
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４４万７千円、監査委員、事務局職員の関係団体総会及び研修会等出席旅費、費用弁償

等として１６万４千円、工事監査を行う際の技術調査委託料として１６万円であります。 

次に５０事業、監査委員費負担金５万５千円は前年度と同額であります。全国、東北、

秋田県のそれぞれの都市監査委員会の年会費であり、全国が２万６千円、東北が１万１

千円、秋田県が１万８千円であります。 

以上、ご説明申し上げましたがよろしくお願い申し上げます。 

○委員長（金谷道男） 説明が終了しました。 

これより質疑を行います。質疑のある方はお願いします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） 質疑がないようですので、これにて監査委員事務局に関する質疑

を終結いたします。 

以上で、平成２６年度大仙市一般会計予算のうちの総務部関係についての質疑がおわ

りましたが、もし、この際、総括的なことで、聞き漏らしたこと等ございましたら委員

の中でありましたら、どうぞご発言願いします。 

全般についてでも結構ですので、もし、聞き漏らしがあるとすればお受け致したいと

思います。 

はい、秩父副委員長。 

○委員（秩父博樹） 契約検査課の方にちょっと、お伺いしたいと思います。 

昨年、４月また先月、公共工事の労務単価において段階的に引き上げになっています

けれども、市の方も右倣いになっているような形になっているのかどうか。まずそれを

一つ教えて頂きたいことと、それから労務単価以外に資材、または燃料だとか、あると

思いますけれども、なかなかその時勢単価に添うというのはかなり難しいかと思います

けれども、そういう方向に持って行くことはできないものなのか、どうなのかと、主に、

例えば、機械類の燃料、軽油ですけれども、購入できる価格よりやっぱりその設計の方

が大分低く設定されているんじゃないかなと思います。それからあとは、歩掛かりの部

分に関して、端数、歩掛かりの端数の処理は今、どのようになっているのか、その辺を

お聞かせ頂ければと思います。 

○委員長（金谷道男） はい、久保江課長。 

○契約検査課長（久保江信晴） ご質問の件についてお答え申しあげます。 
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最初に労務単価の件でございます。労務単価につきましては、国、県と準じて大仙市

でも改正しております。いわゆる発注は全てこれに準じて発注しております。 

２点目、燃料費等の上昇に伴う対忚ということですけれども、こちらにつきましては、

単品スライドという制度がございます。こちらの方も都市管理課、建設部都市管理課の

方で決裁いただいて施行していると伺っております。 

もう一つ、端数調整の件につきましても、こちらにつきましても建設部都市管理課の

方で各支所、農林建設課を含め、統一した対忚をしていると伺っております。 

○委員（秩父博樹） 同じ繰り返しになるかも知れませんけれども、特に軽油ですけれど

も、実際に購入する価格よりも大分低く設定されていると思うんです。なので、その辺

の改善ができるものなのか、どうなのかちょっと難しい話しかも知れないですけれども、

あと歩掛かりの端数、おそらくその端数は切り捨てで処理されているんじゃないかなと

思うんですけれども、それについて、国からの通達が今、来ているか来ていないかちょ

っとわからないですけれども、今回、国からも、その端数を切り捨てないでくださいと

いう通達が、もし今、来ていなければ、これから来ると思いますので、ちょっとその辺

の対忚もお願いしたいなと思いますので、はい。 

○委員長（金谷道男） はい、課長。 

○契約検査課長（久保江信晴） 私の記憶では全て文書等は来ていると思っております。

また、私どもにつきましても、都市管理課と調整を取りながら、業者さんにとって不利

益にならないような制度で運営して参りたいと思いますので、どうかよろしくお願いし

たいと思います。 

○委員（秩父博樹） 大仙市では建設業に携わっている方がかなりの人数いると思います

ので、どうか対忚の方、よろしくお願いいたします。以上です。 

○委員長（金谷道男） ほかにございませんか。 

はい、鎌田委員。 

○委員（鎌田正） 先月の総務委員会で第３次行政改革大綱が出された訳ですけれども、

その文書を見て最後に改革の具体的方策ということの中で、あとの方ですけれども、こ

れは一般質問で渡邊議員も質問した訳ですけれども、市の単独補助金についてというこ

とで、いろいろ補助金の審査委員会の提言、あるいは監査委員の提言等で、改革はして

きたと思いますけれども、再度、精査分析を行い、さらなる見直しを進めるということ

になっている訳ですけれども、これを前提に今一つ、部長なりあるいは財政の担当課長
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にお尋ねしたいのですけれども、実は、これは去年の教育福祉常任委員会で提出されま

した資料を見ておりますけれども、特に、福祉法人の財務状況を見て、２４年、２５年

の去年、一昨年の決算報告ですけれども、債務負担行為を起こして、毎年、助成なりあ

るいは補助金という形で福祉法人にそれなりの金額出している、まあ債務行為だったか

らあとは何ともならねと言えばそれきり先に進んだ質問は出来ない訳ですけれども、こ

の決算状況を見ますと、もう、例えばだしよ、一例をあげれば、柏仁会なんては、もう

５億くらいの財務状況になって、繰越金になっておるし、現金は２億、３億しかないわ

けですけれども、現金でも３億７千万円ぐらいあるわけですけれども、こういった経営

状況の中で、尚かつ債務負担行為と称して、平成３３年までやるようだけれども、これ

は決めたことだからしょうがいないと言えば、それきりになっちゃうけれども、かなり

今の特例債も今度なくなる、あれもなくなる、これもなくなるという財務状況の中で、

債務負担行為と称して、いつまで、まあ期限はあるわけだけれども、こういったものに

若干、見直しするといったことは考えておらないものでしょうか。 

負担行為だと言えばそれきりになるんだけれども、こういった財務状況の中で、どう

でしょうか。これはあんだがた一人で決められねば、市長、あるいは議会でも議決した

ことだから、私はそれ重々わかって質問している訳ですけれども、ここら附近はこれは

何たものだしか。いずれ、今回、所管の委員会ではないけれども、中仙のあれには７，

０００万円、それから幸寿園には３，０００万だけが、貸付金なんてもあるようですけ

れども、この財務状況を見ている中で、そんたにやっぱり貸し付ける必要性ってどこに

あるものだかなという思いですけれども、皆さんはどういった考え方を持っているもの

だしか。そこら附近。 

これは市長でないから、これはやめますとか、どうだとか、言えないことは重々わか

って質問したから、あんだ方の個人的な見解というか、もしかすれば会議録さ載せない

で休憩中にでも良いし。かなりあんだ方もへちね立場で言わねばできねべのも。わかっ

てでしゃべったんし。 

○委員長（金谷道男） 暫時、休憩します。 

 

休憩（午後３時４１分～午後３時５２分） 

 

○委員長（金谷道男） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 
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これを持ちまして平成２６年度大仙市一般会計予算のうち、総務部関係についての質

疑を終結いたします。 

なお、本件に関する討論及び採決は、１０日、月曜日に市民部と一緒に行います。 

 

○委員長（金谷道男） 次に、議案第５４号、「平成２６年度大仙市内小友財産区特別会

計予算」から議案第５９号、「平成２６年度大仙市淀川財産区特別会計予算」までの６

件を一括して議題といたします。 

当局の説明を求めます。舛屋管財課長。 

○管財課長（舛屋博之） それでは、各財産区特別会計のご説明をいたします。 

資料につきましては、Ａ３版の平成２６年度当初予算概要にて、ご説明いたします。 

ページ数は、１０ページでございます。 

内小友財産区特別会計予算でございます。 

２６年度予算額は、４３万円であり、前年度と同額であります。 

歳出につきましては事業の概要欄に記載しておりますが、例年どおり、管理会の報酬

や運営費のほか、謝礼金や賦課金となっております。 

事業につきましては、平成１７年度から２３年度までの７年間は下刈事業とか切捨間

伐事業を実施しておりましたが、２４年度、２５年度は実施しておらず、来年度も、２

６年度もまた事業の実施の予定はございません。 

次に、財産の状況でありますが、２６年度末では、土地は３２４ha、出資金は２１２，

０００円、基金は、１，７８２万７，０００円の見込みとなっております。 

次に、財源内訳の状況でありますが、その他財源は、３３２千円であり、その主なも

のは、財産貸付収入と基金繰入金であります。 

以上で、内小友財産区特別会計予算の説明を終了いたします。 

続きまして、大川西根財産区特別会計予算について、ご説明いたします。 

資料の右側をご覧願います。 

２６年度予算額は、４１万６千円であり、前年度に比べ７９０万円の減となっており

ます。減となった理由につきましては、基金積立金２５０万円の減となっており、２５

年度に実施しました搬出間伐事業委託料、これが５４０万円の減となっております。 

そのほかは、前年度と同様であります。 

平成２６年度の事業は、特に予定しておりません。 
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次に、財産の状況ですが、２６年度末では、土地は３２ha、出資金は１５万２，００

０円、基金は、２，２５１万７，０００円の見込みとなっております。 

次に、財源内訳ですが、その他財源は、３７２千円については、その主なものは財産

貸付収入と基金繰入金であります。 

以上で、大川西根財産区特別会計予算の説明を終了いたします。 

続きまして、荒川財産区特別会計予算について、ご説明いたします。 

次のページ、１１ページの、左側をご覧願います。 

２６年度予算額は、２２２万６千円であり、前年度に比べ３７万６千円の増となって

おります。増減の主な理由につきましては、増につきましては、財産造成費２９万４千

円については、除伐事業費の増分であります。一般会計繰出金の４５万円の増は、一般

会計へ繰出後、地域活動団体補助金として、荒川地区振興協議会などに交付される分の

増分であります。 

次に、事業でありますが、除伐事業として、協和荒川字湯ノ沢山地内３．４ha を予定

しております。また、財産の状況ですが、２６年度末では、土地は４１４ha、出資金は

１１３万８，０００円、基金は、４，６０９万１，９０５円の見込みとなっております。 

財源内訳についてですが、その他財源は、１８１万円であり、主なものは、財産貸付

収入と基金繰入金及び雑入となっております。 

以上で、荒川財産区特別会計予算の説明を終了いたします。 

続きまして、峰吉川財産区特別会計予算について、ご説明いたします。 

資料の右側をご覧願います。 

２６年度予算額は、５４０万２千円であります。前年度に比べ２４３万２千円の増と

なっております。増減の主な理由につきましては、事業の概要欄にもありますが、増に

つきましては、財産造成費が４１３万２千円の増であり、これは除伐事業費の増分であ

ります。そのほか、一般会計繰出金の１０万円の増は、一般会計へ繰り出し後、同じよ

うに地域活動団体補助金として、峰吉川地区振興協議会などに交付される分の増分であ

ります。 

次に、事業状況でありますが、除伐事業として、協和峰吉川字芦沢真木地内及び天配

地内３４．２９ha を予定しております。 

財産の状況については、２６年度末では、土地は４３４ha、出資金は７２万２，００

０円、基金は、３，１５５万４，７４６円の見込みとなっております。 
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次に、財源内訳ですが、その他財源は、３８９万１千円であり、その主なものは、雑

入であります。 

以上で、峰吉川財産区特別会計予算の説明を終了いたします。 

続きまして、船岡財産区特別会計予算について、ご説明いたします。 

次のページ、１２ページの左側をご覧願います。 

２６年度予算額は、１９４万８千円であり、前年度に比べ３２万８千円の増となって

おります。増減の主な理由につきましては、減分については、財産管理費４２万６千円

は、森林国営保険料の減であります。増につきましては、財産造成費５７万５千円は、

除伐事業費の増分であります。一般会計繰出金１８０万円の増は、同じように一般会計

へ繰出後、地域活動団体補助金として、船岡地区振興協議会などに交付される分の増分

であります。 

次に、事業の状況ですが、除伐事業として、協和船岡字寺地地内６．１５ha を予定し

ております。 

次に、財産の状況ですが、２６年度末では、土地は６１ha、出資金は２９万２，００

０円、基金は、５，７３２万９，８９７円の見込みとなっております。 

財源内訳につきましては、その他財源は、１６４万６千円であり、主なものは、基金

繰入金及び雑入となっております。 

続きまして、淀川財産区特別会計予算について、ご説明いたします。 

資料の右側をご覧願います。 

２６年度予算額は、２７０万円であり、前年度に比べ７２万円の減となっております。 

増減の主な理由につきましては、財産管理費１５４万５千円の減であり、これは森林

国営保険料及び備品購入費の減であります。増につきましては、財産造成費８７万５千

円は、除伐事業費の増分であります。また一般会計繰出金の１５万円の増は、同様に一

般会計へ繰出後、地域活動団体補助金として、淀川振興協議会などに交付される分の増

分であります。 

次に、事業状況でありますが、除伐事業として、協和下淀川字金ケ沢地内及び協和小

種字泉沢山地内７．２６ha を予定しております。 

財産の状況については、２６年度末では、土地は２３０ha、出資金は２９万円、基金

は、１億３，７１１万２，６４２円の見込みとなっております。 
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財源内訳については、その他財源は、２１６万９千円であり、主なものは基金繰入金

と雑入となっております。 

以上各財産区特別会計予算につきまして、ご説明いたしましたが、よろしくご審議の

うえ、ご承認賜りますよう、お願い申し上げます。 

○委員長（金谷道男） 説明が終了いたしました。 

これより、議案第５４号から議案第５９号までの６件について、一括して質疑を行い

ます。質疑のある方は、お願いいたします。 

はい、佐藤委員。 

○委員（佐藤文子） 内小友財産区管理会で予算の状況の中に山林監視人謝礼というふう

なのが、まず１万１千円で入っているんですけれども、非常に面積が広いのですけれど

も、１万１千円の監視というのは、どんなような内容の監視なんでしょうか。 

○委員長（金谷道男） 舛屋課長。 

○管財課長（舛屋博之） 私どもは、山林見聞というのを毎年行っております。 

その中でこの方１万１千円はそんなに大きな額ではございませんが、その際にいろい

ろな場所を前もって見ていただくことが一番のことでございます。その他は、情報報告

ということでお願いしているところです。 

○委員長（金谷道男） 佐藤委員、よろしいですか。 

○委員（佐藤文子） わかりました。 

○委員長（金谷道男） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） ないようですので、これにて質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） 討論なしと認めます。 

これより採決いたします。 

本６件は原案のとおり可決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） ご異議なしと認め、本６件は、原案のとおり可決すべきものと決

しました。 
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○委員長（金谷道男） 以上をもちまして、本日の審査日程は全て終了いたしました。 

本日はこれにて散会し、１０日、１０時から委員会２日目を開催いたします。 

大変ご苦労さまでした。 

 

午後４時０７分 閉会 
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